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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立に応じて複数種類の識別情報を変動表示させ、表示結果を導出する変動
表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行さ
せる遊技機であって、
　前記始動条件が成立したときに、前記特定遊技状態に移行させるか否かを決定するため
の特定遊技状態決定用乱数と、前記識別情報の変動パターンを決定するための変動決定用
乱数とを抽出する抽出手段と、
　前記始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない変動表示について、前記
抽出手段が抽出した前記特定遊技状態決定用乱数と前記変動決定用乱数とを保留記憶とし
て記憶する保留記憶手段と、
　変動表示を開始させるときに、前記特定遊技状態決定用乱数を用いて、前記特定遊技状
態に移行させるか否かを表示結果の導出以前に決定する事前決定手段と、
　前記事前決定手段の決定結果と、変動表示を開始させるときの前記保留記憶手段が記憶
する保留記憶数と、前記抽出手段により抽出された前記変動決定用乱数の値と、複数種類
の変動パターンに対応した判定値とにもとづいて、前記識別情報の変動パターンを決定す
る変動パターン決定手段と、
　前記変動パターン決定手段の決定結果にもとづいて、変動表示を実行する変動実行手段
と、
　前記始動条件が成立したときに前記抽出手段により抽出された前記特定遊技状態決定用
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乱数の値と前記変動決定用乱数の値とにもとづいて、当該始動条件の成立にもとづく対象
変動表示が開始される以前に、特定演出を実行可能である特定演出実行手段とを備え、
　前記複数種類の変動パターンは、リーチ表示態様が出現しない非リーチ変動パターンと
、前記リーチ表示態様が出現し変動表示の開始から終了までに所定時間を要するノーマル
リーチ変動パターンと、前記リーチ表示態様が出現し変動表示の開始から終了までに前記
所定時間より長い時間を要するスーパーリーチ変動パターンと、を含み、
　前記スーパーリーチ変動パターンに対応した判定値のうちの少なくとも一部は、変動表
示を開始するときの前記保留記憶手段が記憶する保留記憶数にかかわらず、同一判定値が
設定され、
　前記非リーチ変動パターンおよび前記ノーマルリーチ変動パターンに対応した判定値は
、変動表示を開始するときの前記保留記憶手段が記憶する保留記憶数に応じて異なる判定
値が設定され、
　前記非リーチ変動パターンは、変動表示の開始から終了までの時間が短い短縮用変動パ
ターンを含み、
　前記変動パターン決定手段は、変動表示を開始させるときの前記保留記憶手段が記憶す
る保留記憶数が所定数以上である場合には、該保留記憶数が所定数未満である場合と比較
して、前記短縮用変動パターンに対応した判定値の個数が多く設定された判定値を用いて
変動パターンを決定し、
　前記特定演出実行手段は、前記対象変動表示が開始される以前に実行される変動表示に
ついて、前記始動条件が成立したときに抽出された前記変動決定用乱数の値が少なくとも
前記同一判定値と合致するときに、前記特定演出の実行を制限可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　所定演出を実行するとともに、前記特定演出の実行を制限する演出実行手段をさらに備
える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、特に所定遊技状態と特別遊技状態の何れ
に制御されているかが特定不能な特別モードを含む複数のモードに制御される遊技機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機は、遊技領域に打ち出された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機
として大当たり抽選を行っており、該抽選に当選することで大当たり遊技状態に制御され
る。また、大当たりの種類として通常大当たりと、これより有利な大当たり（例えば、確
率変動大当たり）とがあり、確率変動大当たりとなったときには、大当たり遊技状態が終
了した後の遊技状態が、次の大当たり抽選確率が通常よりも高くなる確率変動状態に制御
される。このような大当たり遊技状態や確率変動状態の発生は、特図ゲームと呼ばれる液
晶表示器などの変動表示装置で図柄を変動表示させ、そこに所定の出目の図柄（一般的に
は、同一種類の図柄）を導出させることによって報知される。
【０００３】
　このようにパチンコ遊技機における大当たりには、通常大当たりと、確率変動大当たり
とがあるが、通常大当たりと確率変動大当たりの何れであるかまでが特図ゲームの結果で
報知されるものが多い。或いは、大当たり遊技状態に制御されている間、または大当たり
遊技状態が終了するときの演出で、大当たり終了後の遊技状態が確率変動状態となるか否
かを報知するものもある。これに対して、このような報知を行わずに、確率変動状態に制
御されているか否かを特定することができない潜伏モードに制御するパチンコ遊技機もあ
る。
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【０００４】
　もっとも、潜伏モードに制御されて確率変動状態に制御されていることが分からないと
、大当たり遊技状態が終了すると（或いは、大当たり遊技状態の終了後に所定回数だけ付
与される時短状態が終了すると）、その時点で遊技者に遊技を止める切っ掛けを与えてし
まうことになる。そこで、実際に確率変動状態に制御されているか否かに応じて潜伏モー
ド（秘匿モード）における予告演出の選択を変化させ、実行される予告演出の違いによっ
て確率変動状態に制御されていることを示唆するようにしたパチンコ遊技機が提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のパチンコ遊技機では、遊技者の期待感を煽るのに十分であ
るとは言えなかった。
【０００６】
　本発明は、遊技者の注目を高めさせることのできる遊技機を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる遊技機は、
　始動条件（始動入賞口１４ａ、１４ｂへの遊技球の入賞）の成立に応じて複数種類の識
別情報を変動表示させ、表示結果を導出する変動表示装置（可変表示装置９）に特定表示
結果（大当たり）が導出されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当たり遊技
状態）に移行させる遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　前記始動条件が成立したときに、前記特定遊技状態に移行させるか否かを決定するため
の特定遊技状態決定用乱数と、前記識別情報の変動パターンを決定するための変動決定用
乱数とを抽出する抽出手段と、
　前記始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない変動表示について、前記
抽出手段が抽出した前記特定遊技状態決定用乱数と前記変動決定用乱数とを保留記憶とし
て記憶する保留記憶手段（ＲＡＭ５５の保留記憶バッファ）と、
　変動表示を開始させるときに、前記特定遊技状態決定用乱数を用いて、前記特定遊技状
態に移行させるか否かを表示結果の導出以前に決定する事前決定手段（ＣＰＵ５６）と、
　前記事前決定手段の決定結果と、変動表示を開始させるときの前記保留記憶手段が記憶
する保留記憶数と、前記抽出手段により抽出された前記変動決定用乱数の値と、複数種類
の変動パターンに対応した判定値とにもとづいて、前記識別情報の変動パターンを決定す
る変動パターン決定手段（ＣＰＵ５６（図４））と、
　前記変動パターン決定手段の決定結果にもとづいて、変動表示（飾り図柄の変動表示）
を実行する変動実行手段（表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵ）と、
　前記始動条件が成立したときに前記抽出手段により抽出された前記特定遊技状態決定用
乱数の値と前記変動決定用乱数の値とにもとづいて、当該始動条件の成立にもとづく対象
変動表示が開始される以前に、特定演出を実行可能である特定演出実行手段（表示制御基
板８０の表示制御用ＣＰＵ）とを備え、
　前記複数種類の変動パターンは、リーチ表示態様が出現しない非リーチ変動パターンと
、前記リーチ表示態様が出現し変動表示の開始から終了までに所定時間を要するノーマル
リーチ変動パターンと、前記リーチ表示態様が出現し変動表示の開始から終了までに前記
所定時間より長い時間を要するスーパーリーチ変動パターンと、を含み、
　前記スーパーリーチ変動パターンに対応した判定値のうちの少なくとも一部は、変動表
示を開始するときの前記保留記憶手段が記憶する保留記憶数にかかわらず、同一判定値が
設定され（スーパーリーチハズレの種別を選択する乱数の範囲は、保留記憶数が２以下の
ときも３以上のときも同じ（図４））、
　前記非リーチ変動パターンおよび前記ノーマルリーチ変動パターンに対応した判定値は
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、変動表示を開始するときの前記保留記憶手段が記憶する保留記憶数に応じて異なる判定
値が設定され（非リーチハズレ、ノーマルリーチハズレの種別を選択する乱数の範囲は、
保留記憶数が２以下のときと３以上のときとで異なる（図４））、
　前記非リーチ変動パターンは、変動表示の開始から終了までの時間が短い短縮用変動パ
ターンを含み、
　前記変動パターン決定手段は、変動表示を開始させるときの前記保留記憶手段が記憶す
る保留記憶数が所定数以上である場合には、該保留記憶数が所定数未満である場合と比較
して、前記短縮用変動パターンに対応した判定値の個数が多く設定された判定値を用いて
変動パターンを決定し、
　前記特定演出実行手段は、前記対象変動表示が開始される以前に実行される変動表示に
ついて、前記始動条件が成立したときに抽出された前記変動決定用乱数の値が少なくとも
前記同一判定値と合致するときに、前記特定演出の実行を制限可能である（ノーマルリー
チハズレ、スーパーリーチハズレ、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、時短大当たり
の変動パターンが保留記憶されているときには、先読み予告を実行しない）、
　ことを特徴とする。
　上記遊技機において、
　所定演出を実行するとともに、前記特定演出の実行を制限する演出実行手段をさらに備
える。
　上記遊技機において、
　変動表示を行う遊技状態として、所定遊技状態（確率変動状態でない時短状態）と、該
所定遊技状態と前記始動条件の成立状況が共通する遊技状態であって該所定遊技状態より
も前記特定遊技状態に移行されやすい特別遊技状態（確率変動状態）と、を含む複数種類
の遊技状態のうちの何れかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段（確率変動大当たり、
確変潜伏大当たりが発生すると、第１大当たり遊技状態の終了後に確率変動状態に制御し
、時短大当たりが発生すると、第１大当たり遊技状態の終了後に確率変動状態でない時短
状態に制御：ＣＰＵ５６）と、
　前記変動表示装置において実行される演出のモードを、遊技状態が前記所定遊技状態と
前記特別遊技状態の何れに制御されているかが特定不能であるとともに該特別遊技状態に
制御されていることの期待度が通常モード（通常モード）よりも高い特別モード（確変潜
伏モード）を含む複数種類のモードのうちの何れかに制御する手段であって、少なくとも
特別移行条件が成立したことに基づいて前記特別モードに制御するモード制御手段（表示
制御基板８０の表示制御用ＣＰＵ（図６（ａ）～（ｃ）））とを備え、
　前記事前決定手段は、前記特定遊技状態として、第１特定遊技状態（時短大当たり）と
、該第１特定遊技状態よりも遊技者にとって有利な第２特定遊技状態（確率変動大当たり
、確変潜伏大当たり）との何れに移行させるかを決定し、
　前記変動実行手段は、
　　前記事前決定手段により前記特定遊技状態に移行させる旨が決定されているときに、
前記変動表示の表示結果として第１特定表示結果（「１」または「７」以外の同じ飾り図
柄を揃えた態様）と第２特定表示結果（「１」または「７」の図柄を揃えた態様）の何れ
かを導出させる手段であって、前記第２特定遊技状態に移行させる旨が決定されているこ
とを条件に前記第２特定表示結果を導出させる特定表示結果導出手段（表示制御基板８０
の表示制御用ＣＰＵ）と、
　　前記事前決定手段により前記特定遊技状態に移行させる旨が決定されていないときに
、前記変動表示の表示結果が導出されるよりも前の表示態様として前記第１特定表示結果
または前記第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様（左と右（上と下）の飾り
図柄を同じ図柄で揃え、中の図柄の変動が継続している態様）を出現させるリーチ表示手
段（表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵ）とを備え、
　前記特別モードに制御されているときにおいて前記リーチ表示手段によりリーチ表示態
様が出現させられる場合のうちで前記第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様
が出現させられる割合は、前記特別遊技状態に制御されているときには前記所定遊技状態
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に制御されているときに比べて高い（確変潜伏モードでノーマルリーチハズレ、スーパー
リーチハズレのときには、リーチ表示態様を構成する飾り図柄として「１」または「７」
を高い確率で選択する）。
【０００８】
　なお、前記通常モードは、遊技状態が前記特別遊技状態に制御されていないことが特定
可能なモードを含む（或いは、前記特別遊技状態に制御されていないことが特定可能なモ
ードのみとする）ものとしてもよい。
【０００９】
　上記遊技機では、事前決定手段の決定に基づいて特定遊技状態に移行させる旨が決定さ
れると、これに基づいて遊技者にとって有利な特定遊技状態に遊技状態が制御されるが、
さらに特別遊技状態に制御されているときには、所定遊技状態に制御されているときより
も特定遊技状態に移行されやすくなる。ここで、変動表示装置には、事前決定手段の決定
結果に応じた表示結果が導出されるが、特別モードにおいては、特別遊技状態に制御され
ているか否かを特定することはできないものとなっている。
【００１０】
　また、事前決定手段により決定される特定遊技状態には、第１特定遊技状態と、これよ
りも有利な第２特定遊技状態とがあり、特定遊技状態とする旨が決定されたときには、変
動表示の表示結果として第１特定表示結果または第２特定表示結果が導出されるが、第２
特定表示結果は、第２特定遊技状態とする旨が決定されているときにしか導出されない。
また、特定遊技状態とする旨が決定されなかったときでも、第１特定表示結果または第２
特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現させられる場合がある。
【００１１】
　ここで、第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現したときには、第２
特定表示結果が導出される可能性があることになるので、遊技者の期待感を高めさせるこ
とができる。一方、第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現した後に、
第２特定表示結果とは異なる表示結果（何れの特定表示結果とならない表示結果）が変動
表示装置に導出されることもあるが、この場合は、もちろん特定遊技状態に移行されると
いうことはない。これは、特別モードに制御されているか否かに関わりなく同じである。
【００１２】
　もっとも、特別モードに制御されているときにおいて第２特定表示結果の一部を構成す
るリーチ表示態様が出現させられる割合は、特別遊技状態に制御されているときには制御
されていないときよりも高いので、第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が
出現したときには、第２特定表示結果とは異なる表示結果（何れの特定表示結果とならな
い表示結果）で変動表示が終了したときでも、特別遊技状態に制御されていることは期待
できるものとなる。
【００１３】
　このように遊技者を注目させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。
【００１４】
　上記遊技機において、
　前記特定表示結果導出手段は、前記変動表示の表示結果が導出されるよりも前の表示態
様として前記第１特定表示結果と同じ表示態様を一旦導出させた後に前記識別情報を再度
変動表示させてから、前記第２特定表示結果を導出させる再変動後導出手段（表示制御基
板８０の表示制御用ＣＰＵ）を含むものとすることができる（再抽選の実行）。
【００１５】
　このような再変動後導出手段を含むものとした場合、例えば、最終的に第１特定表示結
果が導出される割合と第２特定表示結果が導出される割合とが同じになり、特定表示結果
とならない表示結果が導出される場合において第１特定表示結果の一部を構成するリーチ
表示態様が出現する割合と第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現する
割合とが同じになるのであれば、第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出
現したときには、第１特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現した場合より
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も特定表示結果となる確率が低いことになる。
【００１６】
　このため、第２特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現したときには、第
１特定表示結果の一部を構成するリーチ表示態様が出現したときに比べて、遊技者は、特
定表示結果となることを期待できない。もっとも、第２特定表示結果の一部を構成するリ
ーチ表示態様では特定表示結果となることを期待できなくても、特別遊技状態に制御され
ていることは却って期待できるものとなる。これにより、変動表示において出現したリー
チ表示態様が第１特定表示結果の一部を構成するものであっても第２特定表示結果の一部
を構成するものであっても、遊技者の期待感を削ぐことがなく、遊技の興趣を向上させる
ことができる。
【００１７】
　上記遊技機において、
　前記モード制御手段は、
　　前記特別モードに制御されているときにおいて予め定められた転落条件が成立したと
きに、前記通常モードにモードを制御する転落制御手段（転落抽選に当選すると、通常モ
ードに制御：表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵ（図６（ｂ）））と、
　　前記転落制御手段により前記通常モードに制御された後に前記特別移行条件とは異な
る予め定められた昇格条件が成立したときに、前記特別モードにモードを制御する昇格制
御手段（昇格抽選に当選すると、確変潜伏モードに制御：表示制御基板８０の表示制御用
ＣＰＵ（図６（ｃ）））とを備えるものとすることができる。
【００１８】
　この場合において、
　前記通常モードは、所定の確率で前記昇格条件が成立する第１通常モード（通常（昇格
あり）モード）と、該第１通常モードよりも低い確率で前記昇格条件が成立する、または
該昇格条件が成立し得ない第２通常モード（通常（昇格なし）モード）とを含むものであ
ってもよい。
【００１９】
　上記遊技機が、前記転落制御手段と前記昇格制御手段とを備え、前記通常モードが、前
記第１通常モードと前記第２通常モードとを含む場合においては、
　前記変動実行手段は、前記事前決定手段の決定結果に基づいて前記特定表示結果となる
表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出（リーチ予告）を、複数種類
の予告演出態様（ステップアップ演出（ステップ１、ステップ２、ステップ３）、演出Ａ
、演出Ｂ）のうちから選択された予告演出態様で実行する予告演出実行手段（表示制御基
板８０の表示制御用ＣＰＵ（図８））を備え、
　前記予告演出実行手段は、前記通常モードに制御されているときに、前記第１通常モー
ドに制御されているか前記第２通常モードに制御されているかに応じて異なる選択割合で
、前記複数種類の予告演出態様のうちから実行すべき予告演出の予告演出態様を選択する
ものとすることができる（通常（昇格なし）モードと他の演出モードで、リーチ予告の種
別振り分けが異なる（図８））。
【００２０】
　ここでは、制御されているモードとは別に、事前決定手段の決定結果に基づいて特定表
示結果となる表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出が、複数種類の
予告演出態様のうちから選択された予告演出態様で実行されるものとなっている。ここで
、通常モードには、所定の確率で特別モードへの昇格条件が成立する第１通常モードと、
これよりも低い確率で昇格条件が成立する、または該昇格条件が成立し得ない第２通常モ
ードとがあるが、何れの通常モードに制御されているかに応じて異なる選択割合で、予告
演出の予告演出態様が選択されるものとなっている。これにより、通常モードに転落して
しまっても、このときには実行される予告演出に遊技者を注目させることができるので、
遊技の興趣を向上させることができる。
【００２１】
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　上記遊技機が、前記転落制御手段と前記昇格制御手段とを備え、前記通常モードが、前
記第１通常モードと前記第２通常モードとを含む場合においては、
　前記モード制御手段は、前記遊技機の電源が投入されたときに、直前に電源が遮断され
たときに制御されていたモードに関わらず、且つ遊技状態が前記所定遊技状態であるか前
記特別遊技状態であるかに関わらず、前記第２通常モードにモードを制御する起動時制御
手段（電源をＯＮしたときには、通常（昇格なし）モードにセット：表示制御基板８０の
表示制御用ＣＰＵ）をさらに備えるものとすることができる。
【００２２】
　ここでは、通常モードには、所定の確率で特別モードへの昇格条件が成立する第１通常
モードと、これよりも低い確率で昇格条件が成立する、または該昇格条件が成立し得ない
第２通常モードとがあるが、遊技機の電源が投入されたときには、直前に電源が遮断され
たときに制御されていたモードに関わらず、且つ遊技状態が前記所定遊技状態であるか前
記特別遊技状態であるかに関わらず、必ず第２通常モードに制御されることとなっている
。このため、新たに電源を投入した直後（最も多くは、遊技店の開店時）の状態（特に設
定値が変更されたか、特別遊技状態に制御されているか）が遊技者に分かりにくくなり、
射倖性を抑制することができる。
【００２３】
　上記遊技機が、前記転落制御手段と前記昇格制御手段とを備える場合においては、
　前記特別モードは、前記特別遊技状態に制御されていることの期待度が互いに異なる複
数種類の特別モード（確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（低）モ
ード）を含むものであってもよい。この場合において、
　前記昇格制御手段は、前記複数種類の特別モードのうちで前記転落制御手段により前記
通常モードに制御される直前に制御されていた特別モード、または該直前に制御されてい
た特別モードよりも前記特別遊技状態に制御されていることの期待度が高い特別モードに
制御するものとすることができる（転落前が確変潜伏（高）モードであれば確変潜伏（高
）モードのみに制御可能、転落前が確変潜伏（中）モードであれば確変潜伏（中）モード
または確変潜伏（高）モードにのみ制御可能、転落前が確変潜伏（低）モードであれば確
変潜伏（低）モード、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（高）モードの何れにも制御可能
（図６（ｃ）））。
【００２４】
　ここでは、特別モードから通常モードに一旦転落した後に、そこから再び特別モードに
昇格制御させられるときには、通常モードに制御される直前に制御されていた特別モード
、または該直前に制御されていた特別モードよりも特別遊技状態に制御されていることの
期待度が高い特別モードに制御されることとなっている。これにより、特別モードと特別
モードの間で一旦通常モードに転落させられていたということが、遊技者の期待感を削い
でしまうことがない。
【００２５】
　上記遊技機が、前記転落制御手段と前記昇格制御手段とを備える場合においては、
　前記変動実行手段は、前記通常モードに制御されているときに、前記昇格制御手段によ
り前記特別モードに制御される旨を示唆する昇格示唆演出（昇格煽り演出）を実行する昇
格示唆演出実行手段（通常（昇格あり）モードでの変動表示の開始時に、確変潜伏モード
への昇格が決定されなかったときには昇格煽り演出を行うかを決定：表示制御基板８０の
表示制御用ＣＰＵ（図７（ｂ）））を備えるものとすることができる。
【００２６】
　ここで、前記昇格示唆演出実行手段は、前記通常モードに制御される前の前記特別モー
ドに制御された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数、または前記通
常モードに制御された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数に応じて
、前記昇格示唆演出の態様を変化させるものとすることができる（第１大当たり遊技状態
が終了して確変潜伏モードに制御されたときからの変動表示の回数が３０回以下のときの
み上下左右からのワイプインが可能（図７（ｂ）））。
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【００２７】
　特別モードから転落して通常モードに制御されているときに、遊技状態としては特別遊
技状態に制御されている場合と制御されていない場合とがあるが、実際に特別遊技状態に
制御されているのであれば、特定表示結果となるまでに実行される変動表示の回数の期待
値は小さくなる。すなわち、通常モードから特別モードに昇格したところで、実行された
変動表示の回数が大きくなっていれば、特別遊技状態に制御されていることの期待度は小
さくなる。ここでは、昇格示唆演出の演出態様が変動表示の回数に応じて変化させられる
ので、特別遊技状態に制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即した演出態
様で、昇格示唆演出を実行することができるものとなる。
【００２８】
　また、前記昇格示唆演出実行手段は、前記通常モードに制御される前の前記特別モード
に制御された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数、または前記通常
モードに制御された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数に応じて、
前記昇格示唆演出を実行する頻度を変化させるものとすることもできる（第１大当たり遊
技状態が終了して確変潜伏モードに制御されたときからの変動表示の回数が３０回以下、
３１回～５０回、５１回～７０回で、昇格煽り演出の頻度が異なる（図７（ｂ）））。
【００２９】
　ここでは、昇格示唆演出の実行頻度が変動表示の回数に応じて変化させられるので、特
別遊技状態に制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即した頻度で、昇格示
唆演出を実行することができるものとなる。
【００３０】
　さらに、前記昇格示唆演出が、複数種類の昇格示唆演出態様（上下左右、上下、左右か
らのワイプインを中途まで実行）のうちから選択された何れかの昇格示唆演出態様で実行
される場合には、
　前記昇格示唆演出実行手段は、前記通常モードに制御される前の前記特別モードに制御
された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数、または前記通常モード
に制御された後に前記変動表示装置において実行された変動表示の回数に応じて異なる選
択割合で、前記複数種類の昇格示唆演出態様のうちから実行すべき昇格示唆演出の昇格示
唆演出態様を選択するものとすることもできる（第１大当たり遊技状態が終了して確変潜
伏モードに制御されたときからの変動表示の回数が３０回以下、３１回～５０回、５１回
～７０回で、上下左右、上下、左右からのワイプインの選択比率が異なる（図７（ｂ））
）。
【００３１】
　ここでは、昇格示唆演出の演出態様の選択割合が変動表示の回数に応じて変化させられ
るので、特別遊技状態に制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即した演出
態様で、昇格示唆演出を実行することができるものとなる。
【００３２】
　上記遊技機が、前記転落制御手段と前記昇格制御手段とを備える場合においては、
　前記変動実行手段は、前記特別モードに制御されているときに、前記転落制御手段によ
り前記通常モードに制御される旨を示唆する転落示唆演出（転落煽り演出）を実行する転
落示唆演出実行手段（確変潜伏モードでの変動表示の開始時に、通常モードへの転落が決
定されなかったときには転落煽り演出を行うかを決定：表示制御基板８０の表示制御用Ｃ
ＰＵ（図７（ａ）））を備えるものとすることができる。
【００３３】
　ここで、前記転落示唆演出実行手段は、前記特別モードに制御された後に前記変動表示
装置において実行された変動表示の回数に応じて、前記転落示唆演出を実行する頻度を変
化させるものとすることができる（第１大当たり遊技状態が終了して確変潜伏モードに制
御されたときからの変動表示の回数が１０回以下、１１回～３０回、３１回以上で、転落
煽り演出の頻度が異なる（図７（ａ）））。
【００３４】
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　特別モードに制御されているときに、遊技状態としては特別遊技状態に制御されている
場合と制御されていない場合とがあるが、実際に特別遊技状態に制御されていないのであ
れば、特定表示結果となるまでに実行される変動表示の回数の期待値は大きくなる。すな
わち、特別モードから通常モードに転落しても、実行された変動表示の回数が未だ小さけ
れば、特別遊技状態に制御されていることの期待度はそれほど小さくならない。ここでは
、転落示唆演出の実行頻度が変動表示の回数に応じて変化させられるので、特別遊技状態
に制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即した頻度で、転落示唆演出を実
行することができるものとなる。
【００３５】
　さらに、前記転落示唆演出が、複数種類の転落示唆演出態様（上下左右、上下、左右か
らのワイプインを中途まで実行）のうちから選択された何れかの転落示唆演出態様で実行
される場合には、
　前記転落示唆演出実行手段は、前記特別モードに制御された後に前記変動表示装置にお
いて実行された変動表示の回数に応じて異なる選択割合で、前記複数種類の転落示唆演出
態様のうちから実行すべき転落示唆演出の転落示唆演出態様を選択するものとすることも
できる（第１大当たり遊技状態が終了して確変潜伏モードに制御されたときからの変動表
示の回数が１０回以下、１１回～３０回、３１回以上で、上下左右、上下、左右からのワ
イプインの選択比率が異なる（図７（ｂ）））。
【００３６】
　ここでは、転落示唆演出の演出態様の選択割合が変動表示の回数に応じて変化させられ
るので、特別遊技状態に制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即した演出
態様で、転落示唆演出を実行することができるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施の形態にかかるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は、大当たり判定用テーブルを示す図であり、（ｂ）、（ｃ）は、大当た
り種別判定用テーブルを示す図である。
【図４】特別図柄の変動パターンの種別決定用テーブルを示す図である。
【図５】飾り図柄の表示結果が大当たり図柄となる変動パターンを模式的に示す図である
。
【図６】演出モードの決定を行うための各種テーブルを示す図である。
【図７】転落／昇格煽り演出の態様選択用テーブルを示す図である。
【図８】リーチ予告決定テーブルを示す図である。
【図９】主基板の制御部により実行される２ｍｓタイマ割り込み処理を示すフローチャー
トである。
【図１０】表示制御基板の表示制御ＣＰＵにより実行されるメイン処理を示すフローチャ
ートである。
【図１１】飾り図柄の変動表示と、演出モードの変化及び転落／昇格煽り演出と、リーチ
予告の選択との関係の具体例を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００３９】
　図１は、この実施の形態に適用されるパチンコ遊技機１を正面からみた正面図である。
パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉
可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開閉
可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対し
て開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図
示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）と、を含む
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構造体である。
【００４０】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。
ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の前面には、チ
ャンスボタン１６が設けられている。チャンスボタン１６は、可変表示装置９などの演出
手段において所定の種類の演出（この実施の形態では、所定の変動パターンによる飾り図
柄の変動表示）が実行されているときに、遊技者がこれを操作することにより、演出の内
容（この実施の形態では、変化可能期間における変動表示の態様）を変化させることがで
きるボタンである。
【００４１】
　打球供給皿３の下部には、打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿
４、回転操作することにより遊技領域７に打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）
５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６が着脱可能に取り付けら
れている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種
々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には打ち込まれた遊技球が流下可
能な遊技領域７が形成されている。
【００４２】
　遊技領域７の中央付近には、液晶表示装置（ＬＣＤ）により構成される可変表示装置９
とを備えている。可変表示装置９の周囲を取り巻く円形状の枠の中に、演出手段としての
装飾ランプ２５ａ～２５ｃと、役物２６とが設けられている。遊技領域７の可変表示装置
９よりも下側には、２つの始動入賞口１４ａ、１４ｂが上下に並べて配置されている。下
側にある始動入賞口１４ｂには、開放状態となることで遊技球の入賞を容易にする可変入
賞装置１５が設けられている。
【００４３】
　始動入賞口１４ａ、１４ｂの下方には、大入賞口２１が開状態とされる特別可変入賞装
置２０が設けられている。特別可変入賞装置２０が設けられている位置は、遊技者が可変
表示装置９を見て遊技を進めている場合には、大入賞口２１が開状態となっているのかど
うかが遊技者にほとんど分からないような位置となっている。特別可変入賞装置２０の両
側には、７セグメントＬＥＤにより構成される特別図柄表示器１０ａ、１０ｂとが設けら
れている。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂでは、７セグメントＬＥＤによって表示される
特別図柄の可変表示を行なっている。
【００４４】
　特別図柄表示器１０ａは、始動入賞口１４ａへの遊技球の入賞に基づいて特別図柄の可
変表示を行い、特別図柄表示器１０ｂは、始動入賞口１４ｂへの遊技球の入賞に基づいて
特別図柄の可変表示を行う。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの両方で同時に特別図柄の可
変表示が行われることはなく、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂで特別図柄の可変表示
が終了した後に、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの両方で可変表示を開始させるための条
件が成立しているときには、いわゆる電チューサポートがされる方の特別図柄表示器１０
ｂで優先的に特別図柄の可変表示が行われることとなる。
【００４５】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに表示される表示結果のうち特定表示結果（大当たり図
柄）には、第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）と、第２特定表示結果（確変潜伏
大当たり図柄）と、第３特定表示結果（突然確変大当たり図柄）と、第４特定表示結果（
時短大当たり図柄）とが含まれる。第１特定表示結果、第２特定表示結果、第３特定表示
結果、第４特定表示結果以外の表示結果は、ハズレ図柄となる。
【００４６】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果の態様は、７つのセグメントの点灯／非点灯
の組み合わせにより、２＾７－１＝１２７通りある（＾は、べき乗を表し、７セグメント
の全てを非点灯する態様が特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果として除かれるため
、１だけマイナスされている）。第１特定表示結果、第２特定表示結果、第３特定表示結
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果、第４特定表示結果には、「０」～「９」の数字などの遊技者にとって比較的分かり易
い図柄を含んでいてよいが、意味のある文字とは認識できない７つのセグメントの点灯／
非点灯の組み合わせも採用しており、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果だけから
は大当たりの種類を特定することが非常に困難なものとなっている。
【００４７】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、通常
遊技状態（或いは、確率変動状態とならない時短状態）よりも大当たり確率が高くなる確
率変動状態に遊技状態が制御される。
【００４８】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第２特定表示結果（確変潜伏大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、前記
した確率変動状態に遊技状態が制御される。
【００４９】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第３特定表示結果（突然確変大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第２大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第２大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、前記
した確率変動状態に遊技状態が制御される。
【００５０】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第４特定表示結果（時短大当たり図柄）を表示した後
には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態の終
了後に、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおいて１００回の変動表示が行われるまでの間
は時短状態に遊技状態が制御されるものの、次の大当たり発生までの大当たり確率を通常
とする（確率変動状態の大当たり確率よりも低くなる）通常遊技状態に制御される。通常
遊技状態において何れかの種類の大当たりが発生することを、初当たりという。
【００５１】
　また、可変表示装置９では、横方向に３つ並べられた飾り図柄表示領域９ａ～９ｃにて
飾り図柄（例えば、「０」～「９」の１０種類）を縦方向にスクロールさせる可変表示を
行っている。可変表示装置９は、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂで行われる可変表示の内
容を、飾り図柄の可変表示によって演出効果を高めて遊技者に表示するための可変表示装
置である。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂで特別図柄の可変表示が継続されている限り、
飾り図柄の可変表示が一旦停止（仮停止）していても、大当たり抽選及び大当たり種別抽
選に対する確定的な表示結果が示されたことにはならない。なお、後述する確変潜伏モー
ドでは、他の演出モードとは異なり、３つの飾り図柄表示領域が縦方向に並べられ、各飾
り図柄表示領域で飾り図柄を横方向にスクロールさせるものとなっている。
【００５２】
　また、可変表示装置９においては、飾り図柄が可変表示されるのに合わせてキャラクタ
の表示などによる演出（後述する先読み予告やリーチ予告などの各種演出）が行われる。
さらに、可変表示装置９は、特別図柄の可変表示に合わせて飾り図柄の可変表示を行うた
め以外に、大当たりラウンド演出を行うためにも用いられる。また、可変表示装置９には
、各種演出の画像に対して背景画像が表示されるが、この背景画像の色は、後述する演出
モードに応じて選択されるものとなっている。
【００５３】
　なお、第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）の表示によっても、第２特定表示結
果（確変潜伏大当たり図柄）の表示によっても、第１大当たり状態から確率変動状態への
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制御（＋時短）という遊技状態の制御には全く変わりがない。もっとも、特別図柄表示器
１０ａ、１０ｂに第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）が表示されたときには、こ
の時点で可変表示装置９に表示される飾り図柄を「１」または「７」で揃えるなどして確
率変動状態に制御される旨が報知される。第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）が
表示され、第１大当たり遊技状態が終了した後には、確変モードに制御されるものとなっ
ている。
【００５４】
　これに対して、第２特定表示結果（確変潜伏大当たり図柄）が表示されたときには、こ
の時点では可変表示装置９に表示される飾り図柄を第４特定表示結果（時短大当たり図柄
）が表示されたときと同様に「１」または「７」以外の図柄で揃えるなどして確率変動状
態に制御される旨が報知されない。第４特定表示結果（時短大当たり図柄）が表示された
ときには、可変表示装置９に表示される飾り図柄を「１」または「７」以外の図柄とする
。
【００５５】
　このように、第２特定表示結果（確変潜伏大当たり図柄）が表示されたときと、第４特
定表示結果（時短大当たり図柄）が表示されたときには、可変表示装置９に表示される飾
り図柄が同じものとなり、これだけでは、第１大当たり遊技状態が終了した後の遊技状態
を判断できない。ここで、第２特定表示結果（確変潜伏大当たり図柄）が表示され、第１
大当たり遊技状態が終了した後には、必ず確変潜伏モードに制御されるものとなっている
。一方、第４特定表示結果（時短大当たり図柄）が表示され、第１大当たり遊技状態が終
了した後には、通常モードに制御される場合と確変潜伏モードに制御される場合がある。
【００５６】
　つまり、可変表示装置９に表示される飾り図柄が「１」または「７」以外の図柄で揃え
られたときには、第１大当たり遊技状態が終了した時点で通常モードに制御されれば、確
率変動状態に制御されていないことが分かるが、確変潜伏モードに制御されれば、確率変
動状態に制御されているのか制御されていないのか分からないこととなる。なお、確変潜
伏モードと通常モードの何れも複数種類の演出モードがあり、確変潜伏モードと通常モー
ドに含まれる各種演出モードの間でのモード移行もされるが、その詳細については後述す
る。
【００５７】
　第３特定表示結果（突然確変大当たり図柄）が表示されたときには、可変表示装置９に
表示される飾り図柄を特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにハズレ図柄が表示されたときと同
様の３つの飾り図柄が揃っていない態様にするものとなっている。なお、突然確率大当た
りによって制御される第２大当たり遊技状態は、後述するように大入賞口２１の開放が極
短期間で終了し、大当たりラウンド演出も実行されずに次の変動表示の開始までハズレ図
柄を表示したままとしておく。もっとも、第２大当たり遊技状態が終了して次の変動表示
が開始されたときには、確変モードに制御されることとなっており、突然確変大当たりし
たことに遊技者が気づかないまま通常遊技状態（時短状態である場合を含む）から確率変
動状態に制御されたような印象を遊技者に与えることができるものとなっている。
【００５８】
　なお、第１～第４特定表示結果の何れでもない３つの飾り図柄が揃っていない態様は、
ハズレ図柄である。ハズレ図柄のうちの特定の組み合わせ（例えば、「１－３－５」、「
１－５－３」等の予め定められた所定の組み合わせ）は、後述する先読み予告における保
留記憶中の大当たりを予告するためのチャンス目となっている（もっとも、先読み予告の
際に表示されるのは、チャンス目以外のハズレ図柄となることもある）。なお先読み予告
については、詳細を後述する。
【００５９】
　また、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の可変表示が行われ、可変表示
装置９にて飾り図柄の可変表示が行われているときに、装飾ランプ２５ａ～２５ｃの点灯
や役物２６の駆動などによる演出が実行されることがある。なお、パチンコ遊技機１にお
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いて実行される演出には、大きく分けて予告と告知とがあるが、予告とは、それによって
示される内容が生じる可能性があることの報知であり、それによって示される内容が生じ
ることを確定的に示す報知である告知と区別される。
【００６０】
　可変表示装置９の下方には、始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊技球が入り始動条件が成立
したが未だ特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの開始条件（例えば、前回の特別図柄の可変表
示の終了、大当たり遊技状態の終了）が成立していない始動条件の成立回数として後述す
る主基板３１のＲＡＭ５５（図２参照）に記憶された保留記憶数をそれぞれ表示する保留
記憶数表示手段として特別図柄保留記憶表示器１１ａ、１１ｂが設けられている。
【００６１】
　特別図柄保留記憶表示器１１ａは、４つのＬＥＤから構成され、始動入賞口１４ａへの
有効始動入賞（本実施形態では、保留記憶数が４未満のときの始動入賞）がある毎に、Ｌ
ＥＤを１つ点灯し、特別図柄表示器１０ａにて特別図柄の可変表示が開始される毎に、点
灯しているＬＥＤを１つ減らす。すなわち、ＬＥＤを１つ消灯する。特別図柄保留記憶表
示器１１ｂについても、同様に、始動入賞口１４ｂへの有効始動入賞がある毎に、ＬＥＤ
を１つ点灯し、特別図柄表示器１０ｂにて特別図柄の可変表示が開始される毎に、点灯し
ているＬＥＤを１つ減らす。
【００６２】
　ＲＡＭ５５（図２参照）には、特別図柄表示器１０ａにおける特別図柄の始動条件が成
立（打球が始動入賞口１４ａへ入賞）したときに主基板３１のＣＰＵ５６（図２参照）に
より抽出された大当たり判定用乱数等の各種乱数の抽出順番を特定可能に記憶する４つの
保留記憶バッファが設けられている。特別図柄保留記憶表示器１１ａは、保留記憶バッフ
ァのうちで各種乱数の記憶された保留記憶バッファの数（保留記憶数）を特定可能に表示
する。保留記憶バッファには、抽出された各種乱数のうち未だ開始条件（例えば、前回の
特別図柄の可変表示の終了、大当たり遊技状態の終了）が成立していない数値データが予
め定められた上限数として４個まで記憶される。特別図柄保留記憶表示器１１ｂについて
も、同様の保留記憶バッファが設けられている。
【００６３】
　上記した始動入賞口１４ａ、１４ｂに入った入賞球は、それぞれ遊技盤６の背面に導か
れ、始動ロスイッチ６２ａ、６２ｂ（図２参照）によって検出される。可変入賞装置１５
は、ソレノイド７１（図２参照）によって開状態とされる。後述する普通図柄の可変表示
の結果に応じてソレノイド７１により可変入賞装置１５が開状態となることにより、遊技
球が始動入賞口１４ｂに入賞し易くなり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な
状態となる。
【００６４】
　また、特別可変入賞装置２０は、ソレノイド７２（図２参照）により可動して大入賞口
２１に遊技球が入賞可能な受入可能状態と、大入賞口２１に遊技球が入賞不能な受入不能
状態とに変化可能であり、受入可能状態において大入賞口２１が開状態とされるものとな
る。また、特別可変入賞装置２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球は、カウントスイ
ッチ６３（図２参照）で検出される。遊技盤６の背面には、大入賞口２１内の経路を切り
換えるためのソレノイド７３（図２参照）も設けられている。
【００６５】
　特別可変入賞装置２０は、第１大当たり遊技状態において、大入賞口２１の開放から一
定時間経過するまで、または所定個数（例えば、１０個）の遊技球が入賞するまで大入賞
口２１を開放状態とする。大入賞口２１が開閉されてから一定期間（例えば、第１大当た
り遊技状態においては３０秒、第２大当たり遊技状態においては１秒）経過するまで、ま
たは所定個数（例えば、１０個）の打球が大入賞口２１に入賞するまでが１ラウンドであ
る。大当たり遊技状態は、このような大入賞口２１の開放が所定回数（例えば、１５回）
に亘って繰り返して提供される遊技状態である。
【００６６】
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　特別可変入賞装置２０は、また、第２大当たり遊技状態において、大入賞口２１を極め
て短い時間（例えば、０．２～０．５秒程度）で２回だけ開放状態とする。突然確変大当
たりしたときに確率変動状態に制御される前の遊技状態が、この第２大当たり遊技状態で
ある。第２大当たり遊技状態は、大入賞口２１の開放が極めて短い期間しか行われないた
め、打球が１つも大入賞口２１に入賞しないまま終了して、確率変動状態に制御されるこ
ととなる場合も多く、第２大当たり遊技状態に制御されたこと自体が遊技者に気づかれな
い場合も多い。
【００６７】
　また、遊技領域７の右側には、「○」及び「×」と付された左右一対のＬＥＤからなる
普通図柄表示器１２が設けられている。この普通図柄表示器１２は、普通図柄と呼ばれる
複数種類の識別情報（例えば、「○」及び「×」）を可変表示可能なものである。
【００６８】
　ゲート２８ａ、２８ｂを遊技球が通過したことがゲートスイッチ６１（図２参照）で検
出されると、普通図柄当たり判定用乱数が抽出されて主基板３１（図２参照）に搭載され
るＲＡＭ５５（図２参照）の普通図柄バッファに格納される。この実施の形態では、ＲＡ
Ｍ５５（図２参照）の普通図柄バッファに記憶可能な普通図柄当たり判定用乱数の記憶数
の上限は、４個となっている。普通図柄表示器１２において普通図柄の表示状態が変化（
「○」および「×」が交互に点灯）する可変表示を開始できる状態（前回の普通図柄表示
器１２における可変表示の終了）であれば、普通図柄表示器１２において普通図柄の可変
表示が開始される。
【００６９】
　普通図柄表示器１２の上方には、普通図柄バッファに格納される普通図柄当たり判定用
乱数の記憶数を表示する所定数（この実施の形態では４つ）のＬＥＤを有する普通図柄保
留記憶表示器１３が設けられている。この普通図柄保留記憶表示器１３は、ゲート２８ａ
、２８ｂを遊技球が通過したことがゲートスイッチ６１で検出されて新たに普通図柄当た
り判定用乱数が記憶されると、点灯するＬＥＤを１つ増やす。普通図柄表示器１２にて普
通図柄（例えば、「○」及び「×」）の可変表示が開始される毎に点灯しているＬＥＤを
１減らす。
【００７０】
　普通図柄表示器１２にて、○と×の付された左右のランプ（点灯時に図柄が視認可能に
なる）が交互に点灯することによって普通図柄の可変表示が行われ、可変表示は所定時間
（例えば、時短状態であれば２．９秒、時短状態でなければ２９．２秒）継続する。そし
て、可変表示の終了時に○の付された左側のランプが点灯すれば当たりとなる。普通図柄
表示器１２における可変表示の表示結果が当たりである場合には、可変入賞装置１５が所
定時間（例えば、時短状態であれば２．９秒、時短状態でなければ１．４秒）だけ開状態
になる。
【００７１】
　普通図柄の可変表示の結果を当たりとするか否かは、ゲート２８ａ、２８ｂを遊技球が
通過し、ゲートスイッチ６１で遊技球が検出されたときに抽出された普通図柄当たり判定
用乱数の値が所定の普通図柄当たり判定値と合致したか否かによって決定される。この当
たり確率は、時短状態では非常に高い（例えば、３５／３６）が、時短状態でなければ低
い（例えば、１／３６）となっている。時短状態は、このように可変入賞装置１５が開放
状態にある割合が非常に多いので、遊技者の手持ちの遊技球を減少させずに（或いは、減
少したとしても減少量はごく僅かで）、遊技を進められる状態となっている。
【００７２】
　ゲート２８ａの左方及び下方、並びにゲート２８ｂの下方及び右方には、それぞれ入賞
口２９ａ～２９ｄが設けられている。入賞口２９ａ～２９ｄに遊技球が入賞したことが入
賞口スイッチ６４ａ（図２参照）で検出されると、所定数の遊技球が払い出される。遊技
球の払い出しは、始動入賞口１４ａ、１４ｂ、大入賞口２１への遊技球の入賞によっても
行われるが、ゲート２８ａ、２８ｂを遊技球が通過しても行われない。



(15) JP 5785983 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【００７３】
　遊技盤６の遊技領域７の下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口３０が
設けられている。また、遊技領域７の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音
や音声を発声する２つのスピーカ２７が設けられている。遊技領域７の外周上部、外周左
部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠ランプ４０、枠ランプ左４１および枠ラ
ンプ右４２が設けられている。
【００７４】
　また、図１には示していないが。パチンコ遊技機１には打球操作ハンドル５を操作する
ことにより駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域７に発
射する打球発射装置４５（図２参照）が設けられている。打球発射装置４５から発射され
た遊技球は、遊技盤６に遊技領域７を囲むように円形状に載設された打球レールを通って
遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてくる。始動入賞口１４ａ、１４ｂ、大入
賞口２１、入賞口２９ａ～２９ｄのいずれにも入賞しなかった遊技球は、アウト口３０か
ら排出されるものとなっている。
【００７５】
　図２は、本実施形態に係るパチンコ遊技機１の回路構成の概要を表したブロック図であ
る。主基板３１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する基本回路５３が搭
載されている。基本回路５３は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワ
ークメモリとして使用される記憶手段としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って遊技の信
号を制御するＣＰＵ５６、及び表示制御基板８０等に制御信号を送信するＩ／Ｏポート部
５７を含む。
【００７６】
　この実施の形態では、ＲＯＭ５４、ＲＡＭ５５、ＣＰＵ５６及びＩ／Ｏポート部５７を
含む基本回路５３は、１チップマイクロコンピュータとして構成されているが、この基本
回路５３を構成する１チップマイクロコンピュータには、パチンコ遊技機１の電源が遮断
されている間にもバックアップバッテリから電力が供給されている。すなわち、ＲＡＭ５
５に記憶されているデータは、バックアップバッテリから電力が供給される限りにおいて
、パチンコ遊技機１の電源が遮断されている間も保持される。
【００７７】
　なお、ＣＰＵ５６はＲＯＭ５４に格納されているプログラムに従って制御を実行するの
で、以下、ＣＰＵ５６が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、Ｃ
ＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板３１以外
の他の基板に搭載されているＣＰＵについても同様である。また、この実施の形態で用い
られる遊技制御用マイクロコンピュータとは、主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６、ＲＯ
Ｍ５４、ＲＡＭ５５、Ｉ／Ｏポート部５７、等の周辺回路のことである。
【００７８】
　また、ゲートスイッチ６１、始動ロスイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３、
入賞口スイッチ６４、余剰球受皿４がいっぱいになったときに検出する満タンスイッチ（
図示しない）、カウントスイッチ短絡信号（図示しない）、からの信号を基本回路５３に
与えるスイッチ回路３２、可変入賞装置１５を開閉するソレノイド７１、特別可変入賞装
置２０を開閉するソレノイド７２、大入賞口２１内に設けられたシーソーを可動するソレ
ノイド７３、等を基本回路５３からの指令に従って駆動するソレノイド回路３３、電源投
入時に基本回路５３をリセットするためのシステムリセット回路（図示しない）、基本回
路５３から与えられるデータに従って、大当たり遊技状態（第１大当たり遊技状態、第２
大当たり遊技状態）の発生を示す大当たり情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等
の外部装置に対して出力する情報出力回路３４、も主基板３１に搭載されている。
【００７９】
　また、大当たり確率を設定し、これに基づいて算出される遊技球の仮想払出率の設定値
（設定１～設定６）を変更するための設定スイッチ９１、設定スイッチ９１を操作有効と
する設定キースイッチ９２、内部状態（ＲＡＭ５５）をリセットするリセットスイッチ９
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３、及び電源のＯＮ／ＯＦＦ切り替えを行うメインスイッチ９４も、主基板３１に接続さ
れており、これらのスイッチの検出信号を基本回路５３へと送る。これらのスイッチ９１
～９４は、パチンコ遊技機１の内部に設けられている。
【００８０】
　また、主基板３１に搭載されたＣＰＵ５６は、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示制
御、および、普通図柄表示器１２の表示制御を行う。さらに、特別図柄保留記憶表示器１
１ａ、１１ｂおよび普通図柄保留記憶表示器１３の発光制御を行う。
【００８１】
　主基板３１に設けられた遊技制御用マイクロコンピュータ（ＣＰＵ５６及びＲＯＭ５４
、ＲＡＭ５５等の周辺回路）は、プリペイドカード等が挿入されることによって球貸しを
可能にするカードユニット５０、遊技盤６に設けられた複数の入賞口にて遊技球の入賞を
検出したことにより賞球払い出しを行う球払出装置４４、を制御する払出制御基板３６に
払出制御信号を送信する。また、遊技制御用マイクロコンピュータは、打球操作ハンドル
５を操作することにより打球発射装置４５を駆動制御して遊技球を遊技領域７に向けて発
射制御する発射制御基板３７に発射制御信号を送信する。
【００８２】
　さらに、遊技制御用マイクロコンピュータは、表示制御基板８０に演出制御コマンド（
演出制御信号）を送信する。演出制御コマンドを受信することにより表示制御基板８０に
設けられた表示制御用マイクロコンピュータ（表示制御用ＣＰＵ（図示しない）、ＲＡＭ
（図示しない）、ＲＯＭ（図示しない）、Ｉ／Ｏポート部（図示しない）、等の周辺回路
）は、可変表示装置９の表示制御を行う。表示制御用マイクロコンピュータにも、パチン
コ遊技機１の電源が遮断されている間もバックアップバッテリから電力が供給され、その
ＲＡＭに記憶されたデータも、パチンコ遊技機１の電源が遮断されている間も保持される
。
【００８３】
　表示制御用ＣＰＵは、ＲＯＭに格納されたプログラムに従って動作し、主基板３１から
演出制御コマンドを受信すると、受信した演出制御コマンドに従って可変表示装置９の表
示制御を行う。具体的には、画像表示を行う表示制御機能及び高速描画機能を有するＶＤ
Ｐ（図示しない）により可変表示装置９の表示制御を行う。表示制御用ＣＰＵは、受信し
た演出制御コマンドに従ってキャラクタＲＯＭ（図示しない）から必要なデータを読み出
す。キャラクタＲＯＭは、可変表示装置９に表示される画像の中でも使用頻度の高いキャ
ラクタ画像データ、具体的には、人物、怪物、文字、図形または記号等を予め格納してお
くためのものである。
【００８４】
　そして、表示制御用ＣＰＵは、キャラクタＲＯＭから読み出したデータをＶＤＰに出力
する。ＶＤＰは、表示制御用ＣＰＵからデータが入力されたことに基づいて動作する。こ
の実施の形態では、可変表示装置９の表示制御を行うＶＤＰ（図示しない）が表示制御基
板８０に搭載されている。また、ＶＤＰは、表示制御用ＣＰＵとは独立した二次元のアド
レス空間を持ち、そこにＶＲＡＭ（図示しない）をマッピングしている。ＶＤＰは、キャ
ラクタ画像データに従って可変表示装置９に表示するための画像データを生成し、ＶＲＡ
Ｍに展開する。ＶＲＡＭは、ＶＤＰによって生成された画像データを展開するためのフレ
ームバッファメモリである。そして、可変表示装置９に出力する。
【００８５】
　また、表示制御基板８０には、スイッチ回路（図示しない）を介してチャンスボタン１
６が接続されており、チャンスボタン１６の操作によって内容が変化される演出を可変表
示装置９において実行しているときには、チャンスボタン１６の操作を検出した検出信号
に基づいて、可変表示装置９における画像の表示を制御するものとしている。
【００８６】
　また、この実施の形態では、表示制御基板８０に設けられた表示制御用マイクロコンピ
ュータは、音声出力基板７０にスピーカ２７の駆動信号を出力することによりスピーカ２
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７の音声出力制御を行うとともに、ランプドライバ基板３５に役物、ランプ・ＬＥＤの駆
動信号を出力することによりパチンコ遊技機１に設けられた役物、ランプ・ＬＥＤの発光
制御を行う。すなわち、表示制御基板８０に搭載される表示制御用マイクロコンピュータ
は、主基板３１から送信される可変表示装置９の表示制御、ランプ・ＬＥＤの点灯制御、
遊技音発生等の演出の制御に関する指令情報としての演出制御コマンド（制御信号）に基
づいて可変表示装置９、スピーカ２７、パチンコ遊技機１に設けられるランプ・ＬＥＤ等
の発光体の制御を行う演出制御用マイクロコンピュータである。
【００８７】
　以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１における特別図柄表示器１０ａ、１０
ｂにおける特別図柄の変動表示、及び可変表示装置９における飾り図柄の変動表示につい
て説明する。特別図柄の変動表示の結果を大当たりとするか否か、大当たりとする場合に
はいずれの種類の大当たりとするか、さらには特別図柄の変動パターンをいずれとするか
は、始動入賞時に抽出される各種乱数に基づいて、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおけ
る特別図柄の変動表示の始動条件が成立したときに決定される。
【００８８】
　まず、大当たりの決定について説明する。図３（ａ）は、ＲＯＭ５４に記憶されている
大当たり判定用テーブルを示す図である。図３（ａ）の大当たり判定用テーブルは、所定
の設定値のものについて示しているが、これ以外の設定値についても同様の構成（但し、
大当たりと判定される乱数の範囲が異なる）の大当たり判定用テーブルが用意されている
。大当たり判定用テーブルは、設定値に応じて参照されるものとなる。
【００８９】
　特別図柄の変動表示の結果を大当たりとするか否かは、図３（ａ）の大当たり判定用テ
ーブルと、始動入賞時に抽出された乱数のうちの大当たり判定用乱数（ランダムＲ：０～
６５５３５）の値とに基づいて決定される。通常時（非確率変動時）においては、大当た
り判定用乱数の値が１０００～１０５９、１３３２０～１３４７７であれば、大当たりと
することを決定し、それ以外の値であれば、ハズレとすることを決定する。一方、確率変
動時においては、大当たり判定用乱数の値が１０２０～１５１９、１３３２０～１５００
４であれば、大当たりとすることを決定し、それ以外の値であれば、ハズレとすることを
決定する。
【００９０】
　次に、大当たり種別の決定について説明する。図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、ＲＯＭ５
４に記憶されている大当たり種別判定用テーブルを示す図である。ここで、図３（ｂ）は
、特別図柄表示器１０ｂで特別図柄の可変表示を行う場合に大当たり種別を決定するため
の大当たり種別判定用テーブルであり、図３（ｃ）は、特別図柄表示器１０ａで特別図柄
の可変表示を行う場合に大当たり種別を決定するための大当たり種別判定用テーブルであ
る。
【００９１】
　特別図柄表示器１０ｂで特別図柄の可変表示を行う場合には、大当たり判定用乱数及び
大当たり判定用テーブルに基づいて特別図柄の変動表示の結果を大当たりとする旨が決定
された場合、さらに始動入賞時に抽出された乱数のうちの大当たり種別判定用乱数（ラン
ダムＱ：０～９）の値が０、３、５または７であれば確率変動大当たりと決定し、１であ
れば確変潜伏大当たりと決定し、９であれば突然確変大当たりと決定し、２、４、６また
は８であれば時短大当たりと決定する。
【００９２】
　一方、特別図柄表示器１０ａで特別図柄の可変表示を行う場合には、大当たり判定用乱
数及び大当たり判定用テーブルに基づいて特別図柄の変動表示の結果を大当たりとする旨
が決定された場合、さらに始動入賞時に抽出された乱数のうちの大当たり種別判定用乱数
（ランダムＱ：０～９）の値が３、５または７であれば確率変動大当たりと決定し、１で
あれば確変潜伏大当たりと決定し、０または９であれば突然確変大当たりと決定し、２、
４、６または８であれば時短大当たりと決定する。
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【００９３】
　ところで、確率変動状態では、３０分の１の確率で大当たりとなるが、新たな大当たり
が発生するまで特別図柄の可変表示が実行される回数の制限なく、時短状態に制御される
。時短状態では、可変入賞装置１５が開放状態にある割合が非常に高く、特別図柄表示器
１０ａよりも優先される特別図柄表示器１０ｂにて特別図柄の可変表示を行わせるための
始動入賞口１４ｂの入賞による保留記憶が途切れることが少ない。また、第１大当たり遊
技状態に制御されている間の時間は非常に長いので、ほとんど例外なく、第１大当たり遊
技状態が終了するまでに始動入賞口１４ａの入賞による保留記憶も、始動入賞口１４ｂの
入賞による保留記憶を何れも一杯になる。
【００９４】
　特別図柄表示器１０ａで特別図柄の可変表示を行う場合に確率変動大当たりまたは確変
潜伏大当たりとなる確率は、大当たりとなった場合の２／５（＝４／１０）であるのに対
して、特別図柄表示器１０ｂで特別図柄の可変表示を行う場合に確率変動大当たりまたは
確変潜伏大当たりとなる確率は、大当たりとなった場合の１／２（＝５／１０）もある。
つまり、一旦確率変動大当たりまたは確変潜伏大当たりが発生すると、それに基づく第１
大当たり遊技状態が終了してから、さらに遊技者が多くの遊技球を獲得することができる
第１大当たり遊技状態を介して次も確率変動状態となる割合が高いものとなる。
【００９５】
　次に、特別図柄の変動パターンの決定について説明する。特別図柄の変動パターンは、
開始条件が成立したときに、特別図柄の変動表示の結果（大当たりとするか否か、大当た
りとする場合は大当たりの種別）に応じて決定されるものとなる。また、変動パターンを
決定する場合、まず始動入賞時に抽出された乱数のうちの変動種別判定用乱数の値に基づ
いて変動パターンの種別を決定し、さらに始動入賞時に抽出された変動パターン判定用乱
数の値に基づいて変動パターンを決定するものとなる。
【００９６】
　変動パターンの種別には、ハズレとすることが決定された場合には、非リーチハズレ、
ノーマルリーチ、スーパーリーチの３種類がある。確率変動大当たり、確変潜伏大当たり
または時短大当たりとすることが決定された場合には、ノーマルリーチ、スーパーリーチ
の２種類がある。突然確変大当たりとすることが決定された場合には、突然確変の１種類
であるが、これは、飾り図柄の変動に関しては非リーチハズレと基本的に同じものになる
。
【００９７】
　ここで、ノーマルリーチ、スーパーリーチは、何れも変動表示の過程において１番目、
２番目にそれぞれ停止される左と右の飾り図柄（確変潜伏モードでは上と下の飾り図柄）
が同一の種類の図柄で揃うリーチ表示態様が出現するパターンであるが、ノーマルリーチ
は、中の飾り図柄の変動表示の態様がハズレの場合と異ならない（最終的に停止される図
柄は異なる）変動パターンであり、変動表示の開始から終了までに要する時間が非リーチ
ハズレと比べて通常の場合には変わりがない。一方、スーパーリーチは、リーチ表示態様
が出現した後、最後に停止される中の飾り図柄の変動表示が通常とは異なる態様となる演
出表示が行われる変動パターンとなっており、変動表示に要する時間が非リーチハズレや
ノーマルリーチと比べると、かなり長くなっている。
【００９８】
　もっとも、保留記憶の数が３以上となったときには、選択された変動パターンの本来の
変動表示時間よりも特別図柄及び飾り図柄の変動表示が実行される時間が短縮される（４
となったときには、３となったときよりも一層短縮される）。非リーチハズレとノーマル
リーチでは、通常の場合に変動表示が実行される時間に変わりがないものの、ノーマルリ
ーチでは一旦リーチ表示態様を出現させてから表示結果を導出させるという過程を経るこ
とになるため、短縮された変動時間については、このような過程を経ないでよい非リーチ
ハズレよりもノーマルリーチハズレの方が長くなる。また、スーパーリーチの変動パター
ンでは、中の飾り図柄における演出表示が（全部または一部）省略されて飾り図柄の変動
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表示の結果が表示されることがある。
【００９９】
　次に、ハズレが決定されたときの変動パターンの種別の振り分けについて詳細に説明す
る。図４は、ＲＯＭ５４に記憶されている変動パターンの種別決定用テーブルのうちで、
ハズレが決定されたときに適用される変動パターンの種別決定用テーブルを示す図である
。ハズレが決定されたときには、保留記憶の数に応じて種別の振り分けが異なっている。
図４の例では、変動種別判定用の乱数が０～２５１の範囲の値を取るものとして説明する
。
【０１００】
　図示するように、保留記憶の数が２以下であるときには、変動種別判定用の乱数の値が
０～９９だと非リーチハズレ、１００～２２９だとノーマルリーチハズレ、２３０～２５
１だとスーパーリーチハズレとなる。一方、保留記憶の数が３以上であるときには、変動
種別判定用の乱数の値が０～１９９だと非リーチハズレ、２００～２２９だとノーマルリ
ーチハズレ、２３０～２５１だとスーパーリーチハズレとなる。つまり、スーパーリーチ
ハズレに振り分けられることとなる乱数の範囲は、保留記憶の数に関わらずに同じである
のに対して、非リーチハズレとノーマルリーチハズレに振り分けられる乱数の範囲は、保
留記憶の数に応じて異なっていることになる。
【０１０１】
　一方、図示を省略するが、確率変動大当たりが決定されたときに適用される変動パター
ンの種別決定用テーブル、確変潜伏大当たりが決定されたときに適用される変動パターン
の種別決定用テーブル、時短大当たりが決定されたときに適用される変動パターンの種別
決定用テーブル、突然確変大当たりが決定されたときに適用される変動パターンの種別決
定用テーブルでは、保留記憶の数に応じた種別の振り分けの違いはない。つまり、ノーマ
ルリーチ、スーパーリーチの各々に振り分けられることとなる乱数の範囲は、保留記憶の
数に関わらずに同じである。また、スーパーリーチに振り分けられる比率は、ハズレが決
定されたときよりも高くなっている。
【０１０２】
　変動パターンの種別が決定されると、そこからより細かく変動パターンが決定される。
ここで、変動パターンの種別が非リーチハズレ、確率変動大当たり、確変潜伏大当たりま
たは時短大当たりでノーマルリーチの場合に選択される変動パターンは、それぞれ１種類
だけである。ノーマルリーチハズレの場合に選択される変動パターンには、飾り図柄のす
べりコマ数が異なる複数の変動パターン（１コマ前、１コマ後、２コマ後）がある。
【０１０３】
　スーパーリーチハズレの場合に選択される変動パターンには、スーパーリーチＡ、スー
パーリーチＢ、疑似連の３種類について、飾り図柄のすべりコマ数が異なる複数の変動パ
ターン（１コマ前、１コマ後、２コマ後）がある。確率変動大当たり、確変潜伏大当たり
または時短大当たりでスーパーリーチの場合には、スーパーリーチＡとスーパーリーチＢ
と復活リーチと疑似連の４種類がある。但し、確率変動状態において確変潜伏大当たりま
たは時短大当たりでスーパーリーチの場合には、復活リーチと疑似連は選択されず、スー
パーリーチＡとスーパーリーチＢの何れかしか選択されない。
【０１０４】
　復活リーチとは、飾り図柄表示領域９ａ、９ｃ、９ｂ（確変潜伏モード以外の演出モー
ドの場合）の順で飾り図柄が停止してうちの飾り図柄表示領域９ａ、９ｃに飾り図柄が停
止してリーチ表示態様が出現するが、最終停止される飾り図柄表示領域９ｂにはハズレの
表示態様となる飾り図柄を一旦仮停止させる。その後、飾り図柄表示領域９ｂにおいての
み飾り図柄の変動表示を再開させ、再度停止させたときに大当たりの表示態様を導出させ
る変動パターンを指す。
【０１０５】
　疑似連とは、特別図柄の変動表示に応じて可変表示装置９で飾り図柄が変動表示される
が、１回分の特別図柄の変動表示（すなわち、１回の始動入賞）に対して、飾り図柄表示
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領域９ａ～９ｃ（確変潜伏モード以外の演出モードの場合）の全てにおいて飾り図柄の変
動表示をハズレの表示態様で仮停止（図柄の更新を停止しているが確定はしていない状態
であって、揺り動かすなどの状態としていてもよい）させた後に、全ての飾り図柄を再度
変動表示させる再変動表示を１回または複数回実行する飾り図柄の変動パターンを指す（
但し、この実施の形態では、再変動表示の回数が１回の疑似連のみがあるものとする）。
【０１０６】
　疑似連には、飾り図柄の仮停止から最終停止までの間でリーチ表示態様を出現させるパ
ターンと出現させないパターンとがあるが、飾り図柄の変動パターンを適切に選択するた
めの必要性から、リーチ表示態様を出現させないパターンも、スーパーリーチの種別に含
まれるものとしている。後述する先読み予告の実行に関しては、リーチ表示態様を出現さ
せない疑似連のパターンもリーチ表示態様を出現させる他の変動パターンと同じに扱われ
るが、後述するリーチ予告やフラッシュ告知に関しては、リーチ表示態様を出現させない
疑似連のパターンがリーチ表示態様を出現させる他の変動パターンと同じに扱われること
はない。
【０１０７】
　また、スーパーリーチＢは、飾り図柄を「１」または「７」以外の図柄で揃えて仮停止
させた後に、さらに全ての飾り図柄を揃えたままの状態で再変動させ、最終的な結果を表
示する再抽選を含む変動パターンである。再抽選を含む変動パターンでは、確率変動大当
たりの場合には、「１」または「７」以外の図柄が揃えられた後に、最終的に「１」また
は「７」の図柄が揃えられて停止するが、確変潜伏大当たりまたは時短大当たりの場合に
は、「１」または「７」以外の図柄が揃えられた後に、最終的に「１」または「７」の図
柄が再度揃えられて停止するものとなる。
【０１０８】
　次に、各変動パターンにおける飾り図柄の変動表示の例を説明する。図５（ａ）～（ｇ
）は、飾り図柄の表示結果が大当たり図柄となる変動パターンの例を模式的に示す図であ
る。図５において、横軸は変動表示の開始からの経過時間を示しており、より右側まで伸
びている変動パターンの方が、変動表示の開始から表示結果の導出までに要する時間が長
いことになる。
【０１０９】
　図５（ａ）～（ｇ）において、△印は、リーチ表示態様が出現するタイミングを、▲印
は、最終的な表示結果ではないが３つの飾り図柄が停止した表示態様（復活リーチ、疑似
連、再抽選における仮停止）が出現するタイミングを示す。波線で示す部分は、チャンス
ボタン１６を操作することによって、飾り図柄の変動表示の態様を変化させられる変化可
能期間を示す。なお、図５（ａ）～（ｇ）では、フラッシュ告知の実行タイミングも示し
ているが、これについての説明は、後述するフラッシュ告知の説明の中で行うものとする
。
【０１１０】
　ここで、図５（ａ）に示す変動パターンは、他の変動パターンよりも表示結果の導出ま
でに要する時間が短いが、リーチ表示態様が出現するタイミングは、図５（ｂ）、（ｄ）
、（ｆ）に示す変動パターンと同じである。図５（ｂ）～（ｆ）に示す変動パターンは、
表示結果の導出までに要する時間が同じであるが、図５（ｃ）、（ｅ）の変動パターンは
、リーチ表示態様が出現するタイミングが、図５（ｂ）、（ｄ）、（ｆ）に示す変動パタ
ーンよりも遅くなっている。
【０１１１】
　図５（ｃ）に示す変動パターンは、復活リーチの変動パターンでも疑似連の変動パター
ンでもないが、図５（ｄ）に示す変動パターンは、リーチ表示態様の出現後に最終停止図
柄が一旦ハズレの表示態様で仮停止してから最終停止図柄の変動表示が再開される復活リ
ーチの変動パターンである。図５（ｅ）に示す変動パターンは、３つの飾り図柄が仮停止
してから全ての飾り図柄の変動表示が再開される疑似連のパターンである。図５（ｇ）に
示す変動パターンは、他の変動パターンよりも表示結果の導出までに要する時間が長いが
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、リーチ表示態様が出現してから表示結果が導出されるまでに要する時間は、図５（ｃ）
の変動パターンと同じである。
【０１１２】
　図５（ｆ）に示す変動パターンと図５（ｈ）に示す変動パターンは、何れもリーチ表示
態様が出現した後に、遊技者がチャンスボタン１６を操作することによって飾り図柄の変
動表示の態様を変化させられる変化可能期間を含む。もっとも、図５（ｆ）に示す変動パ
ターンでは飾り図柄の変動表示が一旦停止すると、再抽選を行うことなく表示結果が確定
するのに対して、図５（ｈ）に示す変動パターンでは、「１」または「７」以外の図柄で
飾り図柄の変動表示を仮停止しさせた後、飾り図柄の変動表示を再開させ、その後に最中
的な結果を導出する再抽選を含む変動パターンである。
【０１１３】
　図５（ａ）～（ｈ）に示すように、飾り図柄の変動パターンには、変動表示の開始から
表示結果の導出までに要する時間が異なるものがあることが分かる。変動表示の開始から
表示結果の導出までに要する時間が同じであっても、リーチ表示態様が出現するタイミン
グが異なる（すなわち、変動表示の開始からリーチ表示態様の出現までの時間、或いはリ
ーチ表示態様の出現から表示結果の導出までの時間が異なる）ものがあることが分かる。
【０１１４】
　変動表示の開始から表示結果の導出までに要する時間が異なっても、変動表示の開始か
らリーチ表示態様の出現までの時間が同じになっているものや、リーチ表示態様の出現か
ら表示結果の導出までの時間が同じになっているものがあることが分かる。復活リーチ、
疑似連、或いは再抽選の変動パターンのように、３つの飾り図柄が仮停止された後に一部
または全ての飾り図柄の変動表示が開始されるものがあることが分かる。さらに、飾り図
柄の変動表示の態様を変化させられる変化可能期間を含むものがあることが分かる。
【０１１５】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動表示の開始条件は、当該変動表
示を行わせることとなる始動入賞よりも先の始動入賞に基づく全ての変動表示が終了して
いることによって成立する（但し、第１、第２大当たり遊技状態に制御されたときには、
その終了によって成立する）。従って、保留記憶が全くない状態で始動入賞した場合には
、当該始動入賞によって直ちに特別図柄の変動表示の開始条件が成立することとなる。
【０１１６】
　これに対して、未だ先の始動入賞に基づく変動表示が終了していないときの始動入賞（
特定始動入賞とする）によって保留記憶がされていた場合には、特定始動入賞よりも１つ
だけ先の始動入賞（先始動入賞とする）に基づく特別図柄の変動表示が終了したときに、
特定始動入賞に基づく特別図柄の変動表示の開始条件が成立する。このとき、先始動入賞
に基づく特別図柄の変動表示の終了後に、遅滞なく特定始動入賞に基づく特別図柄の変動
表示が開始されることとなる。
【０１１７】
　前述したとおり、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおいて特別図柄が変動表示されると
きにおいては、可変表示装置９において飾り図柄が変動表示される。特別図柄表示器１０
ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動表示は、開始条件の成立によって直ちに開始されるも
のとなるが、可変表示装置９における飾り図柄の変動表示は、開始条件の成立によって直
ちに開始されるのではなく、開始条件の成立から一定の遅延時間を経過してから開始され
るものとなっている。なお、特別図柄の変動表示は、開始条件が成立してから選択された
変動パターンに応じて定められた変動表示時間を経過するまで実行されることとなる。
【０１１８】
　上記したように、特別図柄の変動パターンは、大当たり抽選及び大当たり種別抽選の結
果がハズレ、確率変動大当たり、確変昇格大当たり、時短大当たり、突確大当たりの何れ
であるかに応じて振り分けられる。もっとも、その結果が出現するまでに選択された変動
パターンに応じて一定の時間を要するものとなる。また、ハズレのリーチあり、突確大当
たり以外の大当たりの変動パターンでリーチが出現するまでにも一定の時間を要するもの
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となる。これらの時間を経過するまで飾り図柄の変動表示だけでは、遊技者は、リーチ表
示態様が出現するか、スーパーリーチに発展するか、或いは飾り図柄の変動表示の結果が
大当たりとなるかを知ることはできない。
【０１１９】
　また、保留記憶の中に確率変動大当たりまたは確変昇格大当たり、若しくは時短大当た
りとなる乱数が含まれていたとしても、飾り図柄の変動表示では、遊技者がこれを知るこ
とはできない。しかし、飾り図柄の変動表示が行われている間に確率変動大当たりまたは
確変昇格大当たり、若しくは時短大当たりになるかどうか、或いはリーチが出現するか、
スーパーリーチに発展するかが分からないからと言って、遊技者がこれを期待していない
訳ではない。保留記憶により次以降に行われる変動で確率変動大当たりまたは確変昇格大
当たり、若しくは時短大当たりとなるか分からないからと言って、遊技者がこれを期待し
ていない訳ではない。
【０１２０】
　そこで、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、このような遊技者の期待感を
煽るために、飾り図柄の変動表示とは別の演出により、スーパーリーチに発展する可能性
があること報知する（スーパーリーチに発展する可能性を報知すると言うことは、スーパ
ーリーチの選択比率が高い確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりと
なる可能性を報知することにもなる）リーチ予告を行うものとしている。また、保留記憶
により次以降に行われる変動で確率変動大当たりまたは確変昇格大当たり、若しくは時短
大当たりとなる可能性があることを報知する先読み予告を行うものとしている。さらに、
飾り図柄の表示結果が導出されるよりも前に確率変動大当たり、確変昇格大当たり、また
は時短大当たりの確定を告知するフラッシュ告知を行うものとしている。
【０１２１】
　先読み予告やリーチ予告、或いは演出モードの変化や転落／昇格煽り演出（後述）とい
った飾り図柄の変動表示以外に可変表示装置９において実行される演出は、全て表示制御
基板８０の表示制御用ＣＰＵが制御を行うものとなっている。また、飾り図柄の変動表示
についても、具体的に表示される飾り図柄の種類は、主基板３１のＣＰＵ５６によって行
われた大当たりの決定、大当たり種別の決定、変動パターンの決定に従うことを条件とし
て、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが制御を行うものとなっている。さらに、フラ
ッシュ告知についても、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが制御を行うものとなって
いる。
【０１２２】
　これらの演出の制御を表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが行えるようにするため、
始動入賞口１４ａまたは１４ｂに遊技球が入賞したときに、このときに抽出された大当た
り判定用乱数大当たり、種別判定用乱数、変動種別判定用乱数、及び変動パターン判定用
乱数の値、並びに遊技球が入賞した始動入賞口の種類を始動入賞毎の識別情報と対応付け
たコマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送
信されるものとなっている。
【０１２３】
　また、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の変動表示を開始させるときに
、これを開始させた始動入賞の識別情報と、決定された変動パターンとを示すコマンドが
、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるもの
となっている。また、遊技状態が変化したときに、変化した後の遊技状態を示すコマンド
が、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるも
のとなっている。さらに、パチンコ遊技機１の電源をＯＮしたときには、起動コマンドが
主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信され、新たな
設定値を設定したときには、新たな設定値を示すコマンドが主基板３１のＣＰＵ５６から
表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。
【０１２４】
　まず、先読み予告について説明する。始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊技球が送られてき
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たときに、何れの始動入賞口への入賞かと入賞時に抽出された各種乱数の値とを示すコマ
ンドが送られてくる。このコマンドを解析すれば、当該始動入賞に基づいて特別図柄（及
び飾り図柄）の変動表示が行われ、その結果が導出されたときに、大当たりが発生するか
、何れの大当たりが発生するかを判断することができる。そこで、当該始動入賞に基づく
変動表示が実行されるよりも前に実行される飾り図柄の変動表示にて、先読み予告を実行
するか否かを決定する（当該入賞に基づく結果が大当たりとならないときも、大当たりと
なるときよりも低い確率であるが、先読み予告を実行することが決定されることがある）
。
【０１２５】
　但し、当該始動入賞に基づく変動表示が実行されるよりも前に飾り図柄の変動表示を実
行させる保留記憶において、リーチ表示態様が出現する変動パターン（ノーマルリーチハ
ズレ、スーパーリーチハズレ、確変大当たり、確変潜伏大当たり、時短大当たり）を選択
させる可能性がある乱数が含まれていれば、当該始動入賞に基づく変動表示が実行される
よりも前に実行される飾り図柄の変動表示にて、先読み予告を実行することを決定するこ
とはない。
【０１２６】
　先読み予告を実行することが決定された場合、特別図柄保留記憶表示器１１ａ、１１ｂ
を構成するＬＥＤのうちの当該始動入賞に対応したＬＥＤの点灯状態が変化させられる（
例えば、輝度を増したり、点滅状態とされる）。また、当該先読み予告を実行することを
決定した始動入賞に基づく変動表示よりも前に実行される飾り図柄の変動表示（リーチ表
示態様が出現しない変動パターンとなる）の表示結果として、チャンス目を導出させるも
のとなる。当該先読み予告を実行することを決定した始動入賞に基づく変動表示よりも前
に実行される飾り図柄の変動表示の回数が複数回となるときには、表示結果としてチャン
ス目が導出される変動表示が連続して、連続予告が実現されることとなる。
【０１２７】
　もっとも、後述する確変潜伏モードに制御されているときには、先読み予告の実行の決
定によって特別図柄保留記憶表示器１１ａ、１１ｂを構成するＬＥＤのうちの当該始動入
賞に対応したＬＥＤの点灯状態が変化させられることでの先読み予告は行われても、当該
始動入賞に対応した変動表示よりも前に行われる飾り図柄の変動表示でのチャンス目の表
示は行われない。もっとも、先読み予告が実行されているときでも確変潜伏モードから通
常モードに制御されることはあり（逆の場合はない）、当該始動入賞に基づく変動表示の
実行よりも前に通常モードに制御されれば、以後の変動表示ではチャンス目が導出される
こととなる。
【０１２８】
　ところで、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、２つの始動入賞口１４ａ、
１４ｂと、各々に対応して２つの特別図柄表示器１０ａ、１０ｂが設けられており、保留
記憶についても、始動入賞口１４ａ及び特別図柄表示器１０ａと、始動入賞口１４ｂ及び
特別図柄表示器１０ｂとに対して別々に設けられている。そして、双方に保留記憶されて
いる始動入賞がある場合には、電チューサポートありの始動入賞口１４ｂに対応した保留
記憶に基づいて特別図柄表示器１０ｂにて優先的に特別図柄の変動表示が行われるものと
なっている。
【０１２９】
　そこで、比較的長い時間に亘って特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにて特別図柄の変動表
示が行われなくなる（可変表示装置９にて飾り図柄の変動表示が行われなくなる）第１大
当たり遊技状態に制御されているときには、優先して変動表示が行われる始動入賞口１４
ｂへの始動入賞に対してのみ先読み予告を行うものとしている。始動入賞口１４ｂへの入
賞が未だないうちに（或いは、入賞数が未だ少ないうちに）始動入賞口１４ａに遊技球が
入賞したとしても、遊技球を継続して打ち出している限り第１大当たり遊技状態が終了す
るまでには始動入賞口１４ｂへの入賞の保留記憶が上限数まで達することはほぼ確実だか
らである。
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【０１３０】
　また、いわゆる電チューサポートによって可変入賞装置１５が開状態となっている時間
比率が高くなり、始動入賞口１４ｂへの入賞頻度が高まる時短状態に制御されているとき
も、優先して変動表示が行われる始動入賞口１４ｂへの始動入賞に対してのみ先読み予告
を行うものとしている。始動入賞口１４ａに遊技球が入賞したとしても、遊技球を継続し
て打ち出している限り当該始動入賞に基づいて特別図柄表示器１０ａにて特別図柄の変動
表示が行われることとなる前に、優先して変動表示が行われる始動入賞口１４ｂに続々と
遊技球が入賞することはほぼ確実だからである。
【０１３１】
　こうして第１大当たり遊技状態に制御されているとき、或いは第１大当たり遊技状態が
終了した後でも時短状態（確率変動状態に制御される場合も含む）に制御されているとき
には、始動入賞口１４ｂへの始動入賞に対してのみ先読み予告を行い、始動入賞口１４ａ
への始動入賞に対して先読み予告を行わないが、当該始動入賞よりも前の入賞に基づく始
動入賞口１４ａの保留記憶にリーチ表示態様が出現する変動パターンとなる乱数が含まれ
ているかも判定しないものとなる。
【０１３２】
　次に、演出モードについて説明する。この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１におけ
る「演出モード」とは、第１大当たり遊技状態に制御されているとき以外で遊技状態に応
じて決められる演出の実行状態（可変表示装置９に表示される背景画像の色及び飾り図柄
のスクロール方向）を指すものであり、通常モードと、確変モードと、確変潜伏モードと
がある。ここで、通常モードは、確率変動状態に制御されていないことを示すモード（但
し、後述するように確変潜伏モードから転落した通常モードは、極僅かながら確率変動状
態に制御されている可能性がある）である。確変モードは、確率変動状態に制御されてい
ることを示すモードである。
【０１３３】
　一方、確変潜伏モードは、確率変動状態に制御されているか制御されていないかが分か
らないようにしたモードである。確変潜伏モードには、確率変動状態に制御されている期
待度の高さに応じて、確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（低）モ
ードの３種類がある。また、通常モードには、確変潜伏モードへの昇格が可能な通常（昇
格あり）モードと、確変潜伏モードへの昇格が不可能な通常（昇格なし）モードの２種類
がある。
【０１３４】
　演出モードを詳細に区分すると、確変モード、確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）
モード、確変潜伏（低）モード、通常（昇格あり）モード、通常（昇格なし）モードの６
種類があるが、通常（昇格あり）モードと通常（昇格なし）モードとでは同じ色の背景画
像が可変表示装置９に表示される。確変モード、確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）
モード、確変潜伏（低）モードでは、通常モードとは異なる色で演出モード毎に異なる色
の背景画像が可変表示装置９に表示されるものとなる。また、確変モード及び通常モード
（昇格あり、昇格なしの何れも含む）では、飾り図柄は縦方向にスクロールさせられるが
、確変潜伏モード（高、中、低の何れも含む）では、飾り図柄のスクロール方向が横方向
に変化させられる。
【０１３５】
　演出モードの振り分けは、まず、第１大当たり遊技状態または第２大当たり遊技状態が
終了したことを契機として、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵにより行われる。図６
（ａ）は、表示制御基板８０の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに記憶さ
れた第１大当たり遊技状態または第２大当たり遊技状態の終了時において演出モードの振
り分けを行うためのテーブルである。演出モードの振り分けは、第１大当たり遊技状態ま
たは第２大当たり遊技状態に制御させる原因となった大当たりの種類と、表示制御用ＣＰ
Ｕが抽出するモード振り分け用乱数の値に従って決定される。
【０１３６】
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　図示するように、確率変動大当たりに基づく第１大当たり遊技状態が終了した後には、
１００％の確率で確変モードに制御される。確変昇格大当たりに基づく第１大当たり遊技
状態が終了した後には、６０％の確率で確変潜伏（高）モードに、３０％の確率で確変潜
伏（中）モードに、１０％の確率で確変潜伏（低）モードに制御される。時短大当たりに
基づく第１大当たり遊技状態が終了した後には、５％の確率で確変潜伏（高）モードに、
１５％の確率で確変潜伏（中）モードに、３０％の確率で確変潜伏（低）モードに、５０
％の確率で通常（昇格なし）モードに制御される。突然確変大当たりに基づく第２大当た
り遊技状態が終了した後には、１００％の確率で確変モードに制御される。
【０１３７】
　特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの大当たりが発生した場合における確変潜伏大当たりの
割合は１／１０で、時短大当たりの割合は４／１０であるので、第１大当たり遊技状態の
終了時において確率変動状態に制御されていることの期待度は、確変潜伏（高）モードで
は、（６０×（１／１０））／（６０×（１／１０）＋５×（４／１０））×１００＝７
５（％）となる。確変潜伏（中）モードでは、（３０×（１／１０））／（３０×（１／
１０）＋１５×（４／１０））×１００≒３３．３（％）となる。確変潜伏（低）モード
では、（１０×（１／１０））／（１０×（１／１０）＋３×（４／１０））×１００≒
７．７（％）となる。
【０１３８】
　後述するように通常（昇格あり）モードに一旦転落し、その後に確変潜伏（高）モード
、確変潜伏（中）モード、或いは確変潜伏（低）モードに昇格したときに確率変動状態に
制御されていることの期待度は、上記の数値とは異なるものとなるものの、何れにしても
、確変潜伏（高）モードは確変潜伏（中）モードよりも、確変潜伏（中）モードは確変潜
伏（低）モードよりも、確率変動状態に制御されていることの期待度が高いモードとなる
。
【０１３９】
　通常モード（昇格あり、昇格なしとも）は、後述するように確変潜伏モードから転落し
て制御された場合には、依然として確率変動状態に制御されている可能性を残しているが
、第１大当たり遊技状態が終了した直後から通常（昇格なし）モードに制御されたときに
は、時短大当たりに基づいて制御されたことになるので、確率変動状態に制御されている
という可能性はない。但し、後述するようにパチンコ遊技機１の電源を立ち上げることで
通常（昇格なし）モードに制御されたときには、確率変動状態に制御されている可能性が
ある。
【０１４０】
　上記したように、確変昇格大当たりに基づく第１大当たり遊技状態が終了した後には１
００％の割合で、或いは時短大当たりに基づく第１大当たり遊技状態が終了した後には５
０％の割合で、何れかの確変潜伏モードに制御されることとなるが、この確変潜伏モード
は、必ずしも次の大当たりが発生するまで続くものとは限らない。
【０１４１】
　すなわち、確変潜伏モードに制御されているときには、可変表示装置９にて飾り図柄の
変動表示が開始する度（特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の変動表示が開
始する度）に、転落抽選が行われ、これに当選すると通常モードに演出モードが制御され
ることとなる。
【０１４２】
　図６（ｂ）は、表示制御基板８０の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに
記憶された転落抽選において確変潜伏モードから通常モードに転落させるか否かを決定す
るためのテーブルである。図示するように、確変潜伏モードから通常モードに転落させる
ことを決定する確率は、確変潜伏モードの種類と、制御されている遊技状態に応じて異な
っている。図６（ｂ）から分かるように、確変潜伏（低）モードは確変潜伏（中）モード
よりも、確変潜伏（中）モードは確変潜伏（高）モードよりも通常モードへの転落確率が
高くなっている。また、確率変動状態に制御されていないときには、確率変動状態に制御
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されているときに比べて通常モードへの転落確率が高くなっている。
【０１４３】
　なお、前述したように、通常モードには、確変潜伏モードへの昇格があり得る通常（昇
格あり）モードと、昇格があり得ない通常（昇格なし）モードがあるが、何れに制御され
るかは、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてから実行さ
れた飾り図柄（特別図柄）の変動表示の回数に応じて決まるものとなっている。すなわち
、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてから実行された変
動表示の回数が７０回以下であるときには、通常（昇格あり）モードに制御され、７０回
を越えるときには、通常（昇格なし）モードに制御される。
【０１４４】
　通常（昇格あり）モードに制御されているときには、可変表示装置９にて飾り図柄の変
動表示が開始する度（特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の変動表示が開始
する度）に、昇格抽選が行われ、これに当選すると確変潜伏モードに演出モードが制御さ
れることとなる。昇格抽選によって確変潜伏モードに制御させるか、制御させる場合に何
れの確変潜伏モードに制御されるかは、遊技状態と、通常モードに転落する前に制御され
ていた確変潜伏モードの種類に応じて決定されるものとなる。
【０１４５】
　図６（ｃ）は、表示制御基板８０の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに
記憶された昇格抽選において通常（昇格あり）モードから確変潜伏モードに昇格させるか
否か、さらには何れの種類の確変潜伏モードに昇格させるかを決定するためのテーブルで
ある。図示するように、確変潜伏モードから通常（昇格あり）モードに転落した後、再び
確変潜伏モードに昇格させることを決定する確率、及び昇格される確変潜伏モードの種類
を選択する確率は、通常（昇格あり）モードに転落する直前に制御されていた確変潜伏モ
ードの種類と、制御されている遊技状態に応じて異なっている。確率変動状態に制御され
ているときには、確率変動状態に制御されていないときに比べて確変潜伏モードへ再昇格
される確率が高くなっている。
【０１４６】
　また、図６（ｃ）から分かるように、通常（昇格あり）モードから確変潜伏モードに昇
格させられる場合における確変昇格モードの種類は、通常（昇格あり）モードに転落する
前に制御されていた確変潜伏モードと同じ種類の確変潜伏モード、或いは通常（昇格あり
）モードに転落する前に制御されていた確変潜伏モードよりも確率変動状態に制御されて
いることの期待度が高い確変潜伏モードだけとなっている。
【０１４７】
　例えば、通常（昇格あり）モードに転落する前に確変潜伏（低）モードに制御されてい
たときには、確変潜伏（低）モード、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（高）モードの何
れにも制御され得るが、通常（昇格あり）モードに転落する前に確変潜伏（中）モードに
制御されていたときには、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（高）モードの何れにも制御
され得るものとなり、確変潜伏（低）モードには制御され得ない。通常（昇格あり）モー
ドに転落する前に確変潜伏（高）モードに制御されていたときには、確変潜伏（高）モー
ドにのみ制御され得るものとなり、確変潜伏（低）モード、確変潜伏（中）モードには制
御され得ない。
【０１４８】
　上記のように確変潜伏モードから通常モードへの転落が決定されたとき、或いは、通常
モードから確変潜伏モードへの昇格が決定されたときには、演出モードが切り替えられる
。演出モードの切り替えは、切り替え前の演出モードの画像に対して切り替え後の演出モ
ードの画像をワイプインさせることにより行われる。
【０１４９】
　確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、または確変潜伏（低）モードから通常
（昇格あり）モードまたは通常（昇格なし）モードに切り替えられるときには、１）上下
左右、２）上下、または、３）左右の何れかから通常モードの画像がワイプインしてくる
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。通常（昇格あり）モードから確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、または確
変潜伏（低）モードに切り替えられるときには、１）上下左右、２）上下、または、３）
左右の何れかから確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、または確変潜伏（低）
モードの画像がワイプインしてくる。切り替え後の演出モードの画像をどの方向からワイ
プインさせる可については、例えば、ランダムに選ばれる。
【０１５０】
　なお、確変潜伏モードから通常モードへの転落、及び通常モードから確変潜伏モードへ
の昇格は、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてから実行
された変動表示の回数が７０回以下である限り、何度でも行われる可能性がある。このよ
うな場合でも、通常モードとして通常（昇格あり）モードに制御されることとなる変動表
示の回数の起算点は、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御され
たときとなることに注意を要する。
【０１５１】
　また、先読み予告は、制御されている演出モードに関わらずに実行されるものとなって
いる（但し、確変潜伏モードに制御されているときには、特別図柄保留記憶表示器１１ａ
、１１ｂの点灯態様の変化以外では先読み予告を実行しない）が、通常（昇格あり）モー
ドで先読み予告が行われているときには、通常（昇格あり）モードから確変潜伏モードへ
の演出モードの移行が禁止される（すなわち、昇格抽選の実行が禁止される）ものとなっ
ている。確変潜伏モードと通常モードとでは飾り図柄のスクロール方向が異なるため、先
読み予告が行われている間に演出モードを移行させると、チャンス目の表示による先読み
予告が分かりにくくなる虞があるからである。
【０１５２】
　一方、確変昇格モードでの先読み予告は、特別図柄保留記憶表示器１１ａ、１１ｂの点
灯態様を変化させることのみで実行されるため、チャンス目の表示による先読み予告が分
かりにくくなる虞はないので、確変潜伏モードから通常（昇格あり）モードへの演出モー
ドの移行は禁止されない（すなわち、転落抽選は実行される）。また、通常（昇格あり）
モードから通常（昇格なし）モードへの移行は、先読み予告が行われているときにも行わ
れる。
【０１５３】
　また、パチンコ遊技機１において、主基板３１のＲＡＭ５５と表示制御基板８０に搭載
された表示制御用マイクロコンピュータのＲＡＭは、何れもバッテリバックアップされて
いるので、電源をＯＮしたときには、直前に電源をＯＦＦしたときの状態から遊技が再開
されることとなる（但し、新たな設定値を設定しなかった場合）。もっとも、演出モード
については、直前に電源をＯＦＦしたときの演出モードに関わらず、また、遊技状態に関
わらず、演出モードは、通常（昇格なし）モードにセットされるものとなっている。
【０１５４】
　上記のように、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、可変表示装置９にて飾
り図柄の変動表示が開始する度に、確変潜伏モードにおいては転落抽選が行われ、これに
当選すると通常モードに転落させられ、通常モード（昇格あり）においては昇格抽選が行
われ、これに当選すると確変潜伏モードに再度昇格させられる。これにより、遊技者は、
通常モード（昇格あり）に制御されているときには、確変潜伏モードに再昇格させられな
いかと期待しながら遊技を行うものとなる。一方、確変潜伏モードに制御されているとき
には、通常モードに転落させられないかと不安を感じながら遊技を行い、通常モードへの
転落がなければ安堵する。
【０１５５】
　このような遊技者の期待感や不安感を煽るため、確変潜伏モードにおいて転落抽選に当
選しなかったときに通常モードへの転落の不安感を煽る転落煽り演出を実行する場合があ
り、通常（昇格あり）モードにおいて昇格抽選に当選しなかったときに確変潜伏モードへ
の昇格の期待感を煽る昇格煽り演出を実行する場合がある。ここで、転落煽り演出は、確
変潜伏モードの画像に対して通常モードの画像を中途までワイプインさせるが、結果的に
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ワイプインさせずに終了させてしまうという態様で実行される。ワイプインの方向は、確
変潜伏モードの画像から通常モードの画像への切り替えの場合と同様に、１）上下左右、
２）上下、３）左右の３種類がある。
【０１５６】
　一方の昇格煽り演出も、通常モードの画像に対して確変潜伏モードの画像を中途までワ
イプインさせるが、結果的にワイプインさせずに終了させてしまうという態様で実行され
る。ワイプインの方向は、通常モードの画像から確変潜伏モードの画像への切り替えの場
合と同様に、１）上下左右、２）上下、３）左右の３種類がある。なお、中途までワイプ
インしてくる確変潜伏モードの画像は、通常（昇格あり）モードに転落する前に制御され
ていた種類の確変潜伏モードに対応した画像となっている。また、転落煽り演出、昇格煽
り演出の態様（上下左右、上下、左右からのワイプイン）の選択は、第１大当たり遊技状
態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図柄の変動表示の回数に応じ
て行われるものとなっている。
【０１５７】
　次に、転落煽り演出の態様の選択について説明する。図７（ａ）は、表示制御基板８０
の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに記憶された転落煽り演出の態様を選
択するためのテーブルを示す図である。図示するように、第１大当たり遊技状態の終了後
に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図柄の変動表示の回数が１０回以下であ
るときには、上下左右からのワイプインが２％の確率で選択され、上下からのワイプイン
が４％の確率で選択され、左右からのワイプインが８％の確率で選択され、残りの８６％
では何れの態様の転落煽り演出も実行しないことが選択される。
【０１５８】
　飾り図柄の変動表示の回数が１１回以上３０回以下であるときには、上下左右からのワ
イプインが５％の確率で選択され、上下からのワイプインが２０％の確率で選択され、左
右からのワイプインが５％の確率で選択され、残りの７０％では何れの態様の転落煽り演
出も実行しないことが選択される。飾り図柄の変動表示の回数が３１回以上であるときに
は、上下左右からのワイプインが３０％の確率で選択され、上下からのワイプインが２０
％の確率で選択され、左右からのワイプインが１０％の確率で選択され、残りの４０％で
は何れの態様の転落煽り演出も実行しないことが選択される。
【０１５９】
　図７（ａ）から分かるように、何らかの態様で転落煽り演出が実行されることとなる割
合は、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図
柄の変動表示の回数が大きくなるほど高くなっている。これは、実際の遊技状態が確率変
動状態に制御されているのであれば、１／３０（所定の設定値の場合）という非常に高い
確率で次の大当たりが発生するので、大当たりとならずに実行される変動表示の回数が大
きくなればなるほど、確率変動状態に制御されていない可能性が高まることによるもので
ある。
【０１６０】
　特に第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図
柄の変動表示の回数が３１回以上となったときに転落煽り演出を実行させる確率を６０％
という高い割合にするのは、確率変動状態での大当たり発生までの期待ゲーム数が３０ゲ
ーム（所定の設定値の場合）となるので、これを越える回数の変動表示が行われて大当た
りが発生していないときには、確率変動状態に制御されていない可能性の方が高いと考え
られるからである。
【０１６１】
　次に、昇格煽り演出の態様の選択について説明する。図７（ｂ）は、表示制御基板８０
の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに記憶された昇格煽り演出の態様を選
択するためのテーブルを示す図である。図示するように、第１大当たり遊技状態の終了後
に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図柄の変動表示の回数が３０回以下であ
るときには、上下左右からのワイプインが３０％の確率で選択され、上下からのワイプイ
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ンが２０％の確率で選択され、左右からのワイプインが１０％の確率で選択され、残りの
４０％では何れの態様の昇格煽り演出も実行しないことが選択される。
【０１６２】
　飾り図柄の変動表示の回数が３１回以上５０回以下であるときには、上下からのワイプ
インが２０％の確率で選択され、左右からのワイプインが１０％の確率で選択され、残り
の７０％では何れの態様の転落煽り演出も実行しないことが選択される。上下左右からの
ワイプインが選択されることはない。飾り図柄の変動表示の回数が５１回以上７０回以下
（７０回を越えると、何れにしても通常（昇格なし）モードになる）であるときには上下
からのワイプインが５％の確率で選択され、左右からのワイプインが１０％の確率で選択
され、残りの８５％では何れの態様の転落煽り演出も実行しないことが選択される。上下
左右からのワイプインが選択されることはない。
【０１６３】
　図７（ｂ）から分かるように、何らかの態様で昇格煽り演出が実行されることとなる割
合は、第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図
柄の変動表示の回数が大きくなるほど低くなっている。これも、実際の遊技状態が確率変
動状態に制御されているのであれば、１／３０（所定の設定値の場合）という非常に高い
確率で次の大当たりが発生するので、大当たりとならずに実行される変動表示の回数が大
きくなればなるほど、確率変動状態に制御されていない可能性が高まることによるもので
ある。
【０１６４】
　特に第１大当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図
柄の変動表示の回数が３０回以下であるとき昇格煽り演出を実行させる確率を６０％とい
う高い割合にするのは、確率変動状態での大当たり発生までの期待ゲーム数が３０ゲーム
（所定の設定値の場合）となるので、これ以下の回数の変動表示で大当たりが発生してい
なくても、確率変動状態に制御されている可能性は十分に高いと考えられるからである。
【０１６５】
　また、昇格煽り演出の態様として上下左右からのワイプインは、第１大当たり遊技状態
の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図柄の変動表示の回数が３０回
以下であるときにしか実行されることがない。これは、変動表示の回数が３０回以下であ
るときには、未だ大当たりが発生していなくても確率変動状態に制御されている可能性は
十分に高いと考えられるので、上下左右からのワイプインによる昇格煽り演出を、確率変
動状態に制御されている可能性が未だ十分に高いと考えられる昇格煽り演出としてプレミ
ア性を持たせるためである。
【０１６６】
　次に、リーチ予告について説明する。リーチ予告は、当該変動表示の間でスーパーリー
チに発展するか否かを予告する演出である（確率変動大当たり、確変潜伏大当たりまたは
時短大当たりの場合は、ハズレまたは突然確変大当たりよりもスーパーリーチの選択比率
が高いので、確率変動大当たり、確変潜伏大当たりまたは時短大当たりとなるか否かの予
告とも言える）。リーチ予告は、例えば、飾り図柄が変動表示されてからスーパーリーチ
における演出表示が最も早く出現し得ることとなるタイミングとなるまでの期間で、可変
表示装置９において変動表示されている飾り図柄の前面側に所定のキャラクタを表示する
ことによって行われる。リーチ予告には、複数の種類の態様があるが、それぞれに１種類
以上の態様が属する種別が定められており、リーチ予告の種別を先に決定した後、該決定
した種別に属する態様のうちから実行すべきリーチ予告の態様を決定するものとしている
。
【０１６７】
　リーチ予告の種別は、変動パターンを示すコマンドを受信すると、演出モードや転落／
昇格演出の決定に続けて、このコマンドに基づいて表示制御用ＣＰＵが決定するものとな
る。当該変動表示のリーチ予告と先読み予告とは互いに干渉しないので、先読み予告とは
全く独立に決定される。リーチ予告の種別には、ステップアップ演出のステップ１、ステ
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ップアップ演出のステップ２、ステップアップ演出のステップ３、演出Ａ、演出Ｂといっ
たものがあるが、何れのリーチ予告も行わないことをリーチ予告の種別として決定するこ
ともある。
【０１６８】
　ステップアップ演出は、第１段階から第３段階までのうちの何れかの段階まで演出が段
階的に変化する演出であり、第１段階だけを実行して終了するもの（ステップ１）と、第
１段階と第２段階を順に実行して終了するもの（ステップ２）と、第１段階から第３段階
までを順次実行して終了するもの（ステップ３）がある。ステップアップ演出のステップ
１とステップ２とステップ３は、別の種別に属するが、第１段階までの演出の態様は全く
同じである。ステップ２とステップ３における第２段階までの演出の態様も全く同じであ
る。後述するように、ステップ３は、スーパーリーチに発展する場合にしか選択されない
ので、スーパーリーチの発展を告知する演出と言うこともできる。
【０１６９】
　また、リーチ予告は、本来的には、当該変動表示の間でスーパーリーチに発展するか否
かを予告する演出であり、何れのリーチ予告も実行されない（つまり、リーチ予告なしの
種別が決定される）確率と、何らかのリーチ予告が実行される（リーチ予告なし以外の種
別が決定される）確率とは、当該変動表示においてスーパーリーチに発展するか否かによ
って異なっている。もっとも、何らかのリーチ予告が実行される場合において、その種別
の振り分けは、演出モードが通常（昇格なし）モードに制御されているか、通常（昇格あ
り）を含む他のモードに制御されているかに応じて異なっている。
【０１７０】
　図８は、表示制御基板８０の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＯＭに記憶さ
れたリーチ予告の種別決定用テーブルである。図示するように、リーチ予告の種別は、今
回の変動表示の変動パターンが非リーチハズレまたはノーマルリーチハズレであるか、ノ
ーマルリーチ大当たり（確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりにお
けるノーマルリーチ）であるか、またはスーパーリーチ（ハズレの場合も、確率変動大当
たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりの何かの場合も含む）であるかに応じて決
定されるものとなる。また、演出モードが通常（昇格なし）モードか他のモードであるか
に応じて決定されるものとなっている。
【０１７１】
　図８において、ａ０～ａ５、ｂ０～ｂ５、ｃ０～ｃ５、ｄ０～ｄ５は、何れも表中の条
件で各種別のリーチ予告が選択される確率を示すが、ここで、ａ０及びｂ０の値はｃ０及
びｄ０の値よりも小さく、今回の変動表示の変動パターンが非リーチハズレまたはノーマ
ルリーチハズレ、若しくはノーマルリーチ大当たりであるときよりも、スーパーリーチで
あるときの方が高い確率で実行されるものとなっている。ステップ３の選択確率であるａ
３、ｂ３、ｃ３、ｄ３のうちのａ３とｂ３の値は０であり、今回の変動表示の変動パター
ンが非リーチハズレまたはノーマルリーチハズレ、若しくはノーマルリーチ大当たり出あ
るときには、ステップ３が選択されないものとなっている。
【０１７２】
　また、ａ１：ａ２：ａ４：ａ５＝ｃ１：ｃ２：ｃ４：ｃ５であり、演出モードが通常（
昇格なし）モードであるときにステップ３以外の何らかのリーチ予告が行われる場合にお
ける種別の振り分け比率は、今回の変動表示の変動パターンが非リーチハズレまたはノー
マルリーチハズレ、若しくはノーマルリーチ大当たりであるときも、スーパーリーチであ
るときも同じとなっている。同様に、ｂ１：ｂ２：ｂ４：ｂ５＝ｄ１：ｄ２：ｄ４：ｄ５
であり、通常（昇格なし）モード以外のモードであるときにステップ３以外の何らかのリ
ーチ予告が行われる場合における種別の振り分け比率は、今回の変動表示の変動パターン
が非リーチハズレまたはノーマルリーチハズレ、若しくはノーマルリーチ大当たりである
ときも、スーパーリーチであるときも同じとなっている。
【０１７３】
　しかし、ａ１：ａ２：ａ４：ａ５≠ｂ１：ｂ２：ｂ４：ｂ５（ｃ１：ｃ２：ｃ４：ｃ５
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≠ｄ１：ｄ２：ｄ４：ｄ５）であり、今回の変動表示の変動パターンが非リーチハズレま
たはノーマルリーチハズレ、若しくはノーマルリーチ大当たりであるときも、スーパーリ
ーチであるときも、演出モードが通常（昇格なし）モードであるか他のモードであるかに
よってリーチ種別の選択の振り分けが異なっている。
【０１７４】
　次に、飾り図柄の選択について説明する。前述したように、飾り図柄の変動表示におい
て具体的に表示される飾り図柄の種類は、主基板３１のＣＰＵ５６によって行われた大当
たりの決定、大当たり種別の決定、変動パターンの決定に従うことを条件として、表示制
御基板８０の表示制御用ＣＰＵが決定するものとなっている。例えば、確率変動大当たり
が決定されているときには、最終的に停止される飾り図柄は、３つとも「１」または「７
」の同じ図柄となり、確変潜伏大当たりまたは時短大当たりが決定されているときには、
最終的に停止される飾り図柄は、３つとも「１」または「７」以外の同じ図柄となる。
【０１７５】
　確変潜伏大当たりまたは時短大当たりでは、最終的に停止される図柄を「１」または「
７」以外の同じ図柄としなければならないため、その前提で表示されるリーチ表示態様も
「１」または「７」以外の同じ図柄が２つ停止した態様となる。スーパーリーチにおいて
再抽選はあっても、そこでの降格はできないため、最終的に停止される図柄を「１」また
は「７」以外の同じ図柄とするには、リーチ表示態様も「１」または「７」以外の同じ図
柄が２つ停止した態様としなければならないからである。
【０１７６】
　確率変動大当たりでは、最終的に停止される図柄を「１」または「７」の同じ図柄とし
なければならないので、再抽選のないノーマルリーチの変動パターンで確率変動大当たり
図柄を表示させるためには、その前提で表示されるリーチ表示態様も「１」または「７」
の同じ図柄が２つ停止した態様としなければならない。一方、再抽選のあるスーパーリー
チでは、「１」または「７」以外の同じ図柄を一旦揃えてから、「１」または「７」の同
じ図柄を揃えた態様に変更することができるため、リーチ表示態様は「１」または「７」
以外の同じ図柄が２つ停止した態様とすることができる。
【０１７７】
　このように確率変動大当たりとなるときのリーチ表示態様として、確変大当たり図柄を
構成する「１」または「７」とは異なる図柄でのリーチ表示態様を表示させるものとする
と、このままでは、確変大当たり図柄を構成する「１」または「７」によるリーチ表示態
様が、大当たりとなる場合のうちで確率変動大当たりとなる場合の割合よりも低い割合で
しか表示されないこととなってしまう。
【０１７８】
　一方、ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの場合に表示されるリーチ表
示態様を構成する飾り図柄として「１」または「７」を選択する割合は、一般には、大当
たりとなる場合のうちで確率変動大当たりとなる場合の割合と同程度に設定されており、
この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１でも、確変潜伏モードに制御されているときに
おいて実際の遊技状態が確率変動状態に制御されているとき以外では、これに倣ってノー
マルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの場合に表示されるリーチ表示態様を構成
する飾り図柄を選択するものとしている。すると、確変大当たり図柄を構成する「１」ま
たは「７」によるリーチ表示態様は、大当たりとなる確率が低いリーチ表示態様という現
象が生じてしまう。
【０１７９】
　これに対して、確変潜伏モードに制御されているときにおいて実際の遊技状態が確率変
動状態に制御されているときには、ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの
場合に表示されるリーチ表示態様を構成する飾り図柄として確変大当たり図柄を構成する
「１」または「７」が選択される割合を、大当たりとなる場合のうちで確率変動大当たり
となる場合の割合の割合よりも高くしている。確変潜伏モード以外の演出モードに制御さ
れているとき、確変潜伏モードに制御されていても確率変動状態に制御されていないとき
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には、ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの場合に表示されるリーチ表示
態様を構成する飾り図柄として確変大当たり図柄を構成する「１」または「７」が選択さ
れる割合は、一般の場合と同じく大当たりとなる場合のうちで確率変動大当たりとなる場
合の割合と同程度にしている。
【０１８０】
　なお、変動パターンがノーマルリーチまたはスーパーリーチである変動表示が先に実行
されることとなる場合には、先読み予告が実行されることはないので、リーチ表示態様を
構成する飾り図柄の選択と先読み予告のためのチャンス目を構成する飾り図柄の選択とが
干渉することはない。つまり、先読み予告は、リーチ表示態様が出現せずにハズレとなる
変動表示のみで行われるので、リーチ表示態様が含まれないハズレの表示態様の一種であ
るチャンス目を表示させることには、何ら問題が生じないものとなる。
【０１８１】
　次に、フラッシュ告知について説明する。フラッシュ告知は、確率変動大当たり、確変
潜伏大当たり、または時短大当たりとすることが決定されている場合に、特別図柄及び飾
り図柄の変動表示の表示結果が導出されるよりも前のタイミングで枠ランプ４０～４２を
所定の点灯態様で点灯させることにより、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または
時短大当たりを告知する演出である。フラッシュ告知における枠ランプ４０～４２の点灯
は、可変表示装置９において実行されている飾り図柄の変動表示とは連動せず、これとは
全く独立した態様で実行されるものとなっている。
【０１８２】
　また、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりとすることが決定さ
れている場合には、リーチ予告の種別の決定とは全く独立した抽選により、フラッシュ告
知を実行するか否かが決定されるものとなる。フラッシュ告知を実行することが決定され
た場合、その実行タイミングは、選択されている飾り図柄の変動パターンに応じて決定さ
れるものとなる。
【０１８３】
　図５に示した各変動パターンのうちで、チャンスボタン１６の操作に応じて飾り図柄の
変動表示の態様を変化させることのできる変化可能期間を含まない図５（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｇ）の変動パターンでは、図５中に×印で示すタイミングの
うちから選択されたタイミングにおいて、フラッシュ告知が実行されることとなる。ここ
で、ａ１とｂ１とｃ１とｇ１、ａ２とｂ２とｃ２とｇ２、ｂ３とｃ３とｄ３とｅ３とｇ３
、ｂ４とｃ４とｄ４とｅ４とｇ４は、互いに変動表示の開始からの経過時間が同じとなる
タイミングを示す。
【０１８４】
　もっとも、表示結果の導出までに要する時間が短い図５（ａ）の変動パターンでは、変
動表示の開始からの経過時間が短いａ１のタイミングをフラッシュ告知の実行タイミング
に選択する確率が高く、また、残りの場合に選択されるａ２のタイミングも、表示結果の
導出までに要する時間がより長い図５（ｂ）、（ｃ）、（ｇ）の変動パターンで、ｂ１、
ｃ１、ｇ１のタイミングが選択される確率よりも高い。
【０１８５】
　変動表示の開始から表示結果の導出までに要する時間が同じ図５（ｂ）と図５（ｃ）の
変動パターンを比較した場合、リーチ表示態様が出現してから表示結果の導出までに要す
る時間の長い図５（ｂ）の変動パターンの方が、比較的遅いタイミングｂ４やｂ３を選択
しやすくなっている。リーチ表示態様が出現してから表示結果の導出までに要する時間が
同じ図５（ｃ）と図５（ｇ）の変動パターンを比較した場合、変動表示の開始から表示結
果の導出までに要する時間が短い図５（ｃ）の変動パターンの方が、比較的早い変動タイ
ミングｃ１、ｃ２、ｃ３を選択しやすくなっている。
【０１８６】
　図５（ｄ）に示す復活リーチの変動パターンでは、飾り図柄の変動表示が仮停止してハ
ズレの表示態様が一旦表示されるタイミングよりも後のタイミングｄ３、ｄ４しか、フラ
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ッシュ告知を実行するタイミングとして選択され得ない。図５（ｅ）に示す疑似連の変動
パターンでも、飾り図柄の変動表示が仮停止してハズレの表示態様が一旦表示されるタイ
ミングよりも後のタイミングｅ３、ｅ４しか、フラッシュ告知を実行するタイミングとし
て選択され得ない。つまり、復活リーチと疑似連の変動パターンおいては、図５（ａ）、
（ｂ）、（ｃ）、（ｇ）におけるａ１とｂ１とｃ１とｇ１、ａ２とｂ２とｃ２とｇ２に相
当するタイミングでは、フラッシュ告知が実行されることはない。
【０１８７】
　また、図５に示した各変動パターンのうちで、チャンスボタン１６の操作に応じて飾り
図柄の変動表示の態様を変化させることのできる変化可能期間を含む図５（ｆ）、（ｈ）
の変動パターンでは、この変化可能期間がフラッシュ告知を実行できる期間となる。つま
り、この変化可能期間において遊技者が最初にチャンスボタン１６を操作したときに、フ
ラッシュ告知が実行される。変化可能期間が終了するまでに遊技者がチャンスボタン１６
を操作しないと、フラッシュ告知を実行することが決定されていても、変化可能期間はも
ちろん、飾り図柄の変動表示が終了するまでの全ての期間において、フラッシュ告知が実
行されることはないものとなる。
【０１８８】
　以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１において遊技の進行のために行われる
処理について説明する。まず、設定値の変更について説明する。設定キースイッチ９２を
ＯＮ状態としてパチンコ遊技機１を起動すると、設定変更モードに移行し、ここでＲＡＭ
５５の格納領域のうち使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する。設定変更
モードにおいて、設定スイッチ９１により新たな設定値を設定し、スタートレバー１１の
操作により新たな設定値を確定させてから設定キースイッチ９２をＯＦＦ状態とすると、
遊技を進行させるための処理を開始させることができる。
【０１８９】
　一方、設定キースイッチ９２をＯＦＦ状態としてパチンコ遊技機１を起動した場合は、
ＲＡＭ５５のデータが壊れているかどうかを診断し、ＲＡＭ５５のデータが壊れていなか
った場合、すなわち前回のパチンコ遊技機１の電源をＯＦＦしたときのデータが正常なま
まで残っている場合には、ＲＡＭ５５に記憶されているデータはそのままとして、前回に
パチンコ遊技機１の電源をＯＦＦしたときの状態から、遊技を進行させるための処理を開
始させることができる。
【０１９０】
　パチンコ遊技機１を起動したときには、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御用ＣＰＵ
に起動コマンドが送られるが、表示制御基板８０に設けられた表示制御用マイクロコンピ
ュータのＲＡＭ（直前に電源ＯＦＦした時の状態がバックアップされている）に記憶され
ている演出モードを示すデータは、遊技状態に関わらず、また、電源ＯＦＦ時の演出モー
ドに関わらず、通常（昇格なし）モードのデータに書き換えられる。起動時において新た
な設定値が設定されたときには、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御用ＣＰＵに設定値
を示すコマンドが送られるが、表示制御用マイクロコンピュータのＲＡＭに記憶されたデ
ータは全て初期化され（初期化されたときに演出モードを示すデータは通常（昇格なし）
モードとなる）、当該コマンドが示す設定値がＲＡＭに格納される。
【０１９１】
　パチンコ遊技機１において遊技を進行させるための処理は、２ｍｓ毎に実行されるタイ
マ割り込みに従って実行される。なお、打球操作ハンドル５の操作に基づく遊技領域７へ
の遊技球の発射だけは、２ｍｓ毎のタイマ割り込み処理とは独立して行われるものとなっ
ている。
【０１９２】
　図９は、ＣＰＵ５６が実行するメイン処理にて２ｍｓ毎に実行されるタイマ割込処理を
示すフローチャートである。タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、レジスタの退避処
理（ステップＳ２１）を行った後、ステップＳ２２～Ｓ３６の遊技制御処理を実行する。
遊技制御処理において、ＣＰＵ５６は、まず、スイッチ回路３２を介して、ゲートスイッ
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チ６１、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３、クリアスイッチ６５、
等のスイッチの検出信号を入力し、それらの状態判定するスイッチ処理を行う（ステップ
Ｓ２２）。
【０１９３】
　次に、遊技制御に用いられる大当たり判定用の乱数、大当たり種別判定用乱数等の各判
定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２
３）。ＣＰＵ５６は、更に、初期値用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新
する処理（ステップＳ２４）及び表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更
新する処理を行う（ステップＳ２５）。
【０１９４】
　更に、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２６）。特別図柄プロ
セス処理では、遊技状態に応じて特別図柄表示器１０ａ、１０ｂ、可変表示装置９、特別
可変入賞装置２０、等を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該
当する処理が選び出されて実行される。そして、特別図柄プロセスフラグの値は、遊技状
態に応じて各処理中に更新される。
【０１９５】
　また、普通図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２７）。普通図柄プロセス処理では、
普通図柄表示器１２の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに
従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は
、遊技状態に応じて各処理中に更新される。普通図柄プロセス処理を実行することにより
普通図柄表示器１２の表示制御および可変入賞装置１５の開閉制御が実行される。
【０１９６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理でＲＡＭ５５の所定の領域に設定され、
可変表示装置９等において各種演出を行うためのコマンドを表示制御基板８０に送出する
特別図柄コマンド制御処理を行う（ステップＳ２８）。また、普通図柄プロセス処理でＲ
ＡＭ５５の所定の領域に設定された普通図柄に関するコマンドを送出する普通図柄コマン
ド制御処理を行う（ステップＳ２９）。
【０１９７】
　更に、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報、始
動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ３０）。
【０１９８】
　また、ＣＰＵ５６は、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３等の検出
信号に基づく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ３１）。具体的
には、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３等の何れかがオンしたこと
に基づく入賞検出に応じて、払出制御基板３６に賞球個数を示す払出制御コマンドを出力
する。払出制御基板３６に搭載されている払出制御用ＣＰＵは、賞球個数を示す払出制御
コマンドに応じて球払出装置４４を駆動する。
【０１９９】
　そして、ＣＰＵ５６は、保留記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（ステッ
プＳ３２）。記憶処理においては、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂの検出信号に基づいて
大当たり判定用乱数等の各種乱数を抽出し、抽出した乱数の値を始動口スイッチ６２ａ、
６２ｂの別に保留記憶させる。また、抽出した各種乱数の値等を示すコマンドを送出する
処理も行う。
【０２００】
　また、遊技機の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試験信号を出力す
る処理である試験端子処理を実行する（ステップＳ３３）。更に、所定の条件が成立した
ときにソレノイド回路３３に駆動指令を行う（ステップＳ３４）。可変入賞装置１５、特
別可変入賞装置２０、を開状態または閉状態としたり、大入賞口２１内の遊技球通路を切
り替えたりするために、ソレノイド回路３３は、駆動指令に応じてソレノイド７１～７３
を駆動する。その後、レジスタの内容を復帰させ（ステップＳ３５）、割込許可状態に設
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定する（ステップＳ３６）。
【０２０１】
　次に、ステップＳ２６の特別図柄プロセス処理について説明する。特別図柄プロセス処
理では、ＣＰＵ５６は、まず、遊技盤６に設けられている始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊
技球が入賞したことを検出するための始動口スイッチ６２がオンしているかどうか、すな
わち遊技球が始動入賞口１４ａ、１４ｂに入賞する始動入賞が発生しているかどうかを判
定し、始動入賞が発生していたら始動口スイッチ通過処理を行う。その後、特別図柄プロ
セスフラグの状態に応じて、次に説明する特別図柄通常処理、変動パターン設定処理、特
別図柄変動処理、特別図柄停止処理、大入賞口開放前処理、大入賞口開放中処理、大当た
り終了処理の何れかの処理を行う。
【０２０２】
　特別図柄通常処理：特別図柄の可変表示を開始できる状態になるのを待つ。ＣＰＵ５６
は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶バッファに記憶される数値
データの記憶数（保留記憶数）を確認する。保留記憶カウンタのカウント値が０でなけれ
ば、特別図柄の可変表示の結果、大当たり判定用乱数の値に基づいて大当たりとするか否
か（特定表示結果とするか否か）を決定し、大当たりとする場合には、大当たり種別判定
用乱数の値に基づいて大当たりの種別も決定する。始動入賞口１４ａ、１４ｂの何れにつ
いても保留記憶カウンタの値が０でないときには、始動入賞口１４ｂの保留記憶から優先
して大当たり等の決定が行われる。
【０２０３】
　変動パターン設定処理：特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動パター
ン種別を、始動入賞時に抽出した変動種別判定用乱数の値と保留記憶の数とに応じて選択
する。そして、選択した変動パターンの種別と始動入賞発生時に抽出した変動パターン判
定用乱数の値に応じて予め定められた複数種類の変動パターンの中から選択する。決定さ
れた変動パターンに基づいて、特別図柄の変動時間を特別図柄プロセスタイマ（ダウンタ
イマにより構成される）にセットした後、特別図柄プロセスタイマをスタートさせる。こ
のとき、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂに特別図柄の変動表示開始を指示する信号を
出力するとともに、選択した変動パターンを示すコマンドと大当たりとするか否か及び大
当たり種別を示すコマンドとを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で
表示制御基板８０に対して送信される状態に設定する。
【０２０４】
　特別図柄変動処理：変動パターン設定処理で選択された変動パターンに応じて変動時間
のセットされた特別図柄プロセスタイマの計時時間を監視し、当該変動時間が経過して特
別図柄プロセスタイマがタイムアウトすると、次に特別図柄停止処理に移行させるよう制
御を行う。
【０２０５】
　特別図柄停止処理：特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにて可変表示する特別図柄の可変表
示を停止するとともに、特別図柄の停止を示す信号を特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに出
力される状態に設定するとともに、図柄の停止を示すコマンドを、直後の特別図柄コマン
ド制御処理（ステップＳ２８）で表示制御基板８０に送信される状態に設定する。
【０２０６】
　大入賞口開放前処理：大当たり後に最初にこの処理が行われるときには大入賞口２１の
ラウンド数を設定した後、大入賞口２１を開放する制御を開始する。具体的には、ソレノ
イド７２を駆動して大入賞口２１を開状態として特別可変入賞装置２０を開放状態とする
。また、大入賞口２１の開放されたラウンド数をカウントすると共に、開放タイマによっ
て大入賞口開放中処理の実行時間を設定する。
【０２０７】
　大入賞口開放中処理：第１大当たり遊技状態中および第２大当たり遊技状態中のラウン
ド表示のためのコマンドを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で表示
制御基板８０に送信される状態に設定する処理や、大入賞口２１の閉成条件の成立を確認
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する処理等を行う。
【０２０８】
　大当たり終了処理：第１大当たり遊技状態または第２大当たり遊技状態が終了したこと
を示すコマンドを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で表示制御基板
８０に送信される状態に設定する。
【０２０９】
　一方、表示制御基板８０などのサブ側の各種基板においては、主基板３１の基本回路５
３から送信されたコマンドに基づいて、特別図柄の変動表示に合わせて可変表示装置９に
おいて飾り図柄を変動表示させたり、第１大当たり遊技状態に制御されているときに大当
たりラウンド演出を実行する処理を行う。図１０は、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰ
Ｕが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【０２１０】
　このメイン処理では、まず、表示制御基板８０に搭載された表示制御用マイクロコンピ
ュータに含まれるＲＡＭのうちで必要な領域を初期化する初期化処理を行う（ステップＳ
７０１）。次に、所定時間（例えば、２ｍｓ）毎に実行されるタイマ割り込み処理によっ
てセットされるタイマ割り込みフラグの状態が１となっているかどうかを判定し（ステッ
プＳ７０２）、タイマ割り込みフラグの状態が１となるまでステップＳ７０２の処理を繰
り返して行う。
【０２１１】
　タイマ割り込みフラグの状態が１となっている後、まず、このタイマ割り込みフラグを
０にクリアし（ステップＳ７０３）、主基板３１の基本回路５３から送信されたコマンド
を受信したかどうかをチェックし、コマンドを受信している場合には、その内容を解析す
るコマンド解析処理を実行する（ステップＳ７０４）。
【０２１２】
　次に、コマンド解析処理におけるコマンドの解析結果に基づいて、可変表示装置９にお
いて飾り図柄を変動表示させたり、大当たりラウンド演出を実行させたりする演出制御プ
ロセス処理を実行する（ステップＳ７０５）。また、コマンドの解析結果に基づいて、演
出モードの変更や転落／昇格煽り演出、先読み予告やリーチ予告などの各種予告、或いは
フラッシュ告知を実行させる予告制御プロセス処理を実行する（ステップＳ７０６）。さ
らに、予告態様判定用乱数などの乱数を更新する乱数更新処理を実行して（ステップＳ７
０７）、ステップＳ７０２の処理に戻る。
【０２１３】
　以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１における演出の実行について、飾り図
柄の変動表示と、演出モードの変化及び転落／昇格煽り演出と、リーチ予告の選択との関
係について、具体的な例に基づいて説明する。図１１は、これらの各演出の関係を示すタ
イミングチャートである。
【０２１４】
　図１１では、第１大当たり遊技状態の終了後の演出モードが確変潜伏（中）モードに制
御され、少なくとも７５回目の変動表示が開始されるまで次の大当たりは発生せず、第１
大当たり遊技状態が終了した後の２５回目の変動表示が開始されるときに転落抽選に当選
、５７回目の変動表示が開始されるときに昇格抽選に当選、７４回目の変動表示が開始さ
れるときに再び転落抽選に当選した場合を例としている。
【０２１５】
　なお、実際の遊技状態が確率変動状態に制御されているか否かによって、転落抽選及び
昇格抽選の当選確率は異なることとはなるが、大当たり抽選及び大当たり種別抽選を考え
ずに演出の実行だけで考えた場合には、転落抽選及び昇格抽選の当選確率以外は何れの遊
技状態に制御されている場合も同じであるので、特に遊技状態によって区別して説明は行
わないものとする。
【０２１６】
　第１大当たり遊技状態が終了した後、確変潜伏（中）モードに制御されると、ここから
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１０回目の変動表示までは、何らかの態様での転落煽り演出が、１４％の確率で実行され
るものとなる。確変潜伏モードにあるので、昇格煽り抽選は実行されない。また、リーチ
予告の種別は、図８に示したｂ０～ｂ５の割合（変動パターンがスーパーリーチ以外）、
またはｄ０～ｄ５の割合（変動パターンがスーパーリーチ）で振り分けられるものとなる
。
【０２１７】
　次に、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示が１１回目以降となると、ここか
ら転落抽選に当選するよりも前の２４回目の変動表示までは、何らかの態様での転落煽り
演出が、３０％の確率で実行されるものとなる。また、依然として昇格煽り演出は実行さ
れず、リーチ予告の種別の選択にも変化は生じない。なお、第１大当たり遊技状態の終了
から転落抽選に当選する前の２４回目の変動表示までは、飾り図柄の変動パターンがノー
マルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレである場合に、実際の遊技状態が確率変動
状態であれば、リーチ表示態様を構成する図柄として「１」または「７」が選択される確
率が高くなる。
【０２１８】
　第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示が２５回目となったときに転落抽選に当
選すると、ここから演出モードが通常（昇格あり）モードに制御されるものとなる。通常
（昇格あり）モードに移行されたことで、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示
が２５回目となるまでは、ここからは転落煽り演出が実行されなくなる。一方、何らかの
態様の昇格煽り演出は、６０％もの高確率で実行されるものとなり、その半数を上下左右
からのワイプインの態様による昇格煽り演出が占めるものとなる。もっとも、ここでは、
リーチ予告の種別の選択に変化は生じない。
【０２１９】
　次に、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示が３１回目以降となると、ここか
ら５０回目の変動表示までは、３０％の確率で昇格煽り演出（上下左右からのワイプイン
の態様を含まない）が実行されるものとなる。変動表示が５１回目以降となってから昇格
抽選に当選するよりも前の５６回目の変動表示までは、１５％の確率で昇格煽り演出（上
下左右からのワイプインの態様を含まない）が実行されるものとなる。また、依然として
転落煽り演出は実行されず、リーチ予告の種別の選択にも変化は生じない。飾り図柄の変
動パターンがノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレである場合に、実際の遊
技状態が確率変動状態であっても、リーチ表示態様を構成する図柄として「１」または「
７」が選択される確率は高くならない。
【０２２０】
　第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示が５７回目となったときに確変潜伏モー
ドへの昇格が決定されるが、通常（昇格あり）モードに転落する前に確変潜伏（中）モー
ドに制御されていたため、ここで確変潜伏（低）モードになることはない。ここでは、確
変潜伏（中）モードに制御されたものとする。ここから転落抽選に当選するよりも前の７
３回目の変動表示までは、何らかの態様での転落煽り演出が、６０％の確率で実行される
ものとなり、昇格煽り演出は実行されなくなる。
【０２２１】
　ここでも、リーチ予告の種別の選択にも変化は生じない。そして、確変潜伏（中）モー
ドに再度昇格した５７回目の変動表示からさらに転落抽選に当選する前の７３回目の変動
表示までは、飾り図柄の変動パターンがノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズ
レである場合に、実際の遊技状態が確率変動状態であれば、リーチ表示態様を構成する図
柄として「１」または「７」が選択される確率が高くなる。
【０２２２】
　次に、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示が７４回目となったときに転落抽
選に当選したものとすると、既に変動表示の回数が７０回を越えているため、ここから演
出モードが通常（昇格なし）モードに制御されるものとなる。ここからは、次の大当たり
まで昇格抽選は実行されず、昇格煽り演出も実行されない。通常モードであるので、当然
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のこととして転落煽り演出も実行されない。また、転落抽選に当選した７４回目の変動表
示以降では、リーチ予告の種別は、図８に示したａ０～ａ５の割合（変動パターンがスー
パーリーチ以外）、またはｃ０～ｃ５の割合（変動パターンがスーパーリーチ）で振り分
けられるものとなる。
【０２２３】
　以上説明したように、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、始動入賞口１４
ａ、１４ｂへの始動入賞に基づいて特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにて行われた特別図柄
の変動表示の表示結果が大当たりで確定すると、その大当たりの種類に応じて第１大当た
り遊技状態または第２大当たり遊技状態に制御される。また、大当たりの種類が確率変動
大当たり、確変潜伏大当たり、または突確大当たりであった場合には、第１大当たり遊技
状態または第２大当たり遊技状態が終了した後に、次の大当たり決定確率が高くなる確率
変動状態に遊技状態が制御される。
【０２２４】
　ここで、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果からは、大当たりとなったか、何れ
の種類の大当たりとなったかを識別することが非常に困難であるものの、可変表示装置９
には、飾り図柄の変動表示の表示結果として特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに導出された
表示結果に対応した飾り図柄が停止される。もっとも、確変潜伏大当たりの場合に可変表
示装置９に導出される飾り図柄は、時短大当たりの場合に可変表示装置９に導出される飾
り図柄と同じ態様のものであり、また、確変潜伏大当たりに基づく第１大当たり遊技状態
が終了するまでに、確変遊技状態に制御される旨を示す情報が報知されることはない。
【０２２５】
　また、可変表示装置９で行われる演出の演出モードは、確変潜伏大当たりに基づく第１
大当たり遊技状態が終了した後には確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、確変
潜伏（低）モードの何れかに制御されるが、時短大当たりに基づく第１大当たり遊技状態
が終了した後には通常モードの他に、確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モード、ま
たは確変潜伏（低）モードに制御されることもある。つまり、演出モードが確変潜伏モー
ド（確変潜伏（高）モード、確変潜伏（中）モードまたは確変潜伏（低）モード）となる
と、演出モードからも確率変動状態に制御されているかどうかを特定することができない
ものとなる。
【０２２６】
　確変潜伏モードは、確率変動状態に制御されているかどうかを特定することができない
演出モードであるものの、通常モード（第１大当たり遊技状態が終了して直ぐに通常モー
ドに制御された場合は、確率変動状態に制御されている可能性はない）に制御されている
ときに比べて、確率変動状態に制御されている可能性が高いので、遊技者は、一定の期待
感を得ることができる。が、第１大当たり遊技状態が終了して確変潜伏モードに制御され
ても、変動表示が開始される度に行われる転落抽選に当選すると、通常モードに転落して
しまう。
【０２２７】
　もっとも、確変潜伏モードから通常モードに転落しても、第１大当たり遊技状態の終了
後に最初に確変潜伏モードに制御された後の変動表示の回数が７０回以下であれば、その
通常モードは、昇格抽選に当選することで確変潜伏モードに再昇格し得る通常（昇格あり
）モードとなる。このように確変潜伏モードから通常モードに転落しても、再び確変潜伏
モードに制御されることの期待感を遊技者に与えることができ、遊技の興趣を向上させる
ことができる。
【０２２８】
　また、確変潜伏モードから通常モードに一旦転落した後、昇格抽選により再び確変潜伏
モードに昇格制御させられるときには、通常モードに転落する前に制御されていたのと同
じ確変潜伏モードか、これよりも確率変動状態に制御されていることの期待度が高い確率
潜伏モードに制御される（例えば、通常モードに転落する前に確変潜伏（中）モードに制
御されていたのであれば、確変潜伏（中）モードまたは確変潜伏（高）モードのみに制御
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され、確変潜伏（低）モードに制御されることはない）。これにより、確変潜伏モードと
特別モードの間で一旦通常モードに転落させられていたということが、遊技者の期待感を
削いでしまうことがない。
【０２２９】
　また、確変潜伏モードから通常モードに転落したときに、その通常モードが確変潜伏モ
ードへの昇格可能性がある通常（昇格あり）モードとなるのは、第１大当たり遊技状態の
終了後に最初に確変潜伏モードに制御された後の変動表示の回数が７０回以下である場合
に限られている。確率変動状態における大当たり確率は１／３０（所定の設定値の場合）
であるため、７０回もの変動表示を繰り返しても大当たりしないということは確率変動状
態に制御されている可能性がほぼ０に近いことになってしまう。確率変動状態に制御され
ている可能性がほぼ０であると遊技者も認識しているような場面で無駄な確変潜伏モード
への移行を行って遊技者を煩わせることがない。
【０２３０】
　また、確変潜伏モードに制御されているときには、ここから通常モードに転落する可能
性が常にあるものの、実際には転落抽選に当選しないことの方が多い。もっとも、遊技者
は、新たに飾り図柄の変動表示が開始される度に通常モードへ転落しないかという不安感
を持って遊技を進めると考えられる。転落抽選に当選しなかったときには、通常モードへ
の切り替え時の態様と途中までの態様が同じな転落煽り演出を所定の割合で行うこととし
ているので、遊技者の不安感を適度に煽ることができ、これによって遊技の興趣を向上さ
せることができる。
【０２３１】
　そして、この転落煽り演出には３種類の態様があるが、何れかの態様で転落煽り演出を
行うこととなる頻度と、転落煽り演出の態様の選択割合の振り分けは、第１大当たり遊技
状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御された後の変動表示の回数が１０回以下、１
１～３０回、３１回以上の何れであるかによって異なっている。同じ種類の確変潜伏モー
ドに制御されているときでも、実行された変動表示の回数が多くなればなるほど確率変動
状態に制御されていることの期待度は小さくなる。転落煽り演出は、この確率変動状態に
制御されていることの期待度に応じた遊技者の感覚に即して実行することができるものと
なる。
【０２３２】
　また、確変潜伏モードから転落して通常モードに制御されているときにおいて、第１大
当たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御された後の変動表示の回数が７０
回以下で通常（昇格あり）モードとなっていれば、ここから確変潜伏モードに昇格する可
能性があるものの、実際には昇格抽選に当選しないことの方が多い。もっとも、遊技者は
、新たに飾り図柄の変動表示が開始される度に確変潜伏モードに昇格しないかという期待
感を持って遊技を進めていると考えられる。昇格抽選に当選しなかったときには、切り替
え時の態様と途中までの態様が同じな昇格煽り演出を所定の割合で行うこととしているの
で、遊技者の期待感を煽ることができ、これによって遊技の興趣を向上させることができ
る。
【０２３３】
　そして、この昇格煽り演出にも３種類の態様があるが、何れかの態様で転落煽り演出を
行うこととなる頻度と、昇格煽り演出の態様の選択割合の振り分けも、第１大当たり遊技
状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御された後の変動表示の回数が３０回以下、１
３～５０回、５１回～７０回の何れであるかによって異なっている。通常モードに転落し
たときでも、未だ実行された変動表示の回数が少なければ確率変動状態に制御されている
ことの期待度も高くなる。昇格煽り演出は、この確率変動状態に制御されていることの期
待度に応じた遊技者の感覚に即して実行することができるものとなる。
【０２３４】
　さらに、昇格煽り演出の３種類の態様のうちの上下左右からのワイプインは、第１大当
たり遊技状態の終了後に最初に確変潜伏モードに制御されてからの飾り図柄の変動表示の
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回数が３０回以下であるときにしか実行されることがない。変動表示の回数が３０回以下
であるときには、この変動表示の回数だけで考えれば未だ確率変動状態に制御されている
ことの可能性は十分に高くなっている（実際に１／２以上となる）と考えられる。これに
より、上下左右からのワイプインによる昇格煽り演出に、確率変動状態に制御されている
可能性が高いときのみの演出としてプレミア性を持たせることができる。
【０２３５】
　また、主基板３０のＲＡＭ５５及び表示制御基板８０のＲＡＭもバッテリバックアップ
されているので、パチンコ遊技機１の電源がＯＮされたときには、直前に電源をＯＦＦし
たときの状態から遊技が再開されるものとなっている。もっとも、パチンコ遊技機１の電
源がＯＮされたときの演出モードは、新たに設定値を設定したか否かに関わらず、直前に
電源をＯＦＦしたときに制御されていた演出モードに関わらず、且つ確率変動状態に制御
されているか否かに関わらず、確変潜伏モードへの昇格の可能性がない通常（昇格なし）
モードに制御される。このため、新たに電源をＯＮした直後（最も多くは、遊技店の開店
時）の状態（特に設定値が変更されたか、確率変動状態に制御されているか）が遊技者に
分かりにくくなり、射倖性を抑制することができる。
【０２３６】
　また、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、何れの種類の演出モードに制御
されているときにおいても、飾り図柄の変動表示においてスーパーリーチが出現する可能
性があることを予告するリーチ予告が行われるものとなっている。リーチ予告には、複数
種類の態様があり、そのうちの何れかの種類の態様で実行されるものとなっている（何れ
の態様のリーチ予告も実行されない場合もある）。ここで、リーチ予告の各態様は、通常
（昇格なし）モードに制御されているときと、通常（昇格あり）モードを含む他の演出モ
ードに制御されているときとで異なる割合で選択されるものとなっている。これにより、
通常モードに転落してしまっても、このときには実行されるリーチ予告に遊技者を注目さ
せることができるので、遊技の興趣を向上させることができる。
【０２３７】
　また、可変表示装置９における飾り図柄の変動表示の表示結果として、確率変動大当た
り、確変潜伏大当たりまたは時短大当たりの大当たり図柄は同じ種類の飾り図柄が３つ揃
えられたものとなるが、ハズレのときのも大当たり図柄の一部を構成するリーチ表示態様
が出現する場合がある。ここで、確変大当たり図柄は、「１」または「７」の同じ飾りが
３つ揃えられた態様であり、確変潜伏大当たりまたは時短大当たり図柄は、「１」または
「７」以外の同じ飾り図柄が揃えられた態様である。リーチ表示態様は、「１」または「
７」の同じ図柄が２つ揃った態様と、「１」または「７」以外の同じ図柄が２つ揃った態
様とがある。
【０２３８】
　ここで、リーチ表示態様が表示されたときには、これを構成する図柄が「１」または「
７」であると、確率変動状態への制御が確定する確率変動大当たりとなる可能性があるこ
とになるので、遊技者の期待感を高めさせることができる。一方、「１」または「７」で
のリーチ表示態様が出現した後に、ハズレの表示結果が可変表示装置９に導出されること
はあるが、この場合は、もちろん第１大当たり遊技状態に制御されたり、確率変動状態に
制御されたりということはない。
【０２３９】
　また、スーパーリーチで大当たりとなる変動パターンは再抽選を含んでいるので、確率
変動大当たりとなる場合において、大当たり図柄が最終的に導出される前に中途で出現す
るリーチ表示態様を構成する飾り図柄が「１」または「７」以外のものとなることがある
。一方、確変潜伏大当たりまたは時短大当たりとなる場合において、大当たり図柄が最終
的に導出される前に中途で出現するリーチ表示態様を構成する飾り図柄が「１」または「
７」となることはない。つまり、突確大当たりを除く何らかの大当たりが発生する場合の
うちで「１」または「７」のリーチ表示態様が出現する場合の割合は、突確大当たりを除
く何らかの大当たりが発生する場合のうちで確率変動大当たりが発生する場合の割合より
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も低い。
【０２４０】
　ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレで出現するリーチ表示態様を構成す
る飾り図柄として「１」または「７」を選択する割合を、突確大当たりを除く何らかの大
当たりが発生する場合のうちで「１」または「７」のリーチ表示態様が出現する場合の割
合と同程度にすれば、確率変動大当たりへの期待感が高められる場合が少なくなってしま
う。そこで、一般には、ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレで出現するリ
ーチ表示態様を構成する飾り図柄として「１」または「７」を選択する割合を、突確大当
たりを除く何らかの大当たりが発生する場合のうちで確率変動大当たりが発生する場合の
割合と同程度としているものが多い。
【０２４１】
　このような割合でリーチ表示態様を構成する飾り図柄を選択するものとした場合は、「
１」または「７」によって構成されるリーチ表示態様は、「１」または「７」以外の飾り
図柄によって構成されるリーチ表示態様よりも、大当たりの可能性が低いリーチ表示態様
になってしまう。これに対して、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、ノーマ
ルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの変動パターンにおいて出現させるリーチ表
示態様を構成する飾り図柄として「１」または「７」を選択する割合を、演出モードが確
変潜伏モードに制御されているときにおいて確率変動状態に制御されているときには、他
の演出状態に制御されているときや確変潜伏モードであっても確率変動状態に制御されて
いないときに比べて高くしている。
【０２４２】
　これにより、「１」または「７」以外の飾り図柄によるリーチ表示態様が出現したとき
には、大当たりとなることを遊技者に期待させることができ、特に確変潜伏モードにおい
て「１」または「７」によるリーチ表示態様が出現したときには、確率変動状態に制御さ
れていることを期待させることができる。これにより、飾り図柄の変動表示において出現
したリーチ表示態様が「１」または「７」以外の図柄によるものであっても「１」または
「７」の図柄によるものであっても、遊技者の期待感を削ぐことがなく、遊技の興趣を向
上させることができる。さらに、最終的に大当たりとならない変動表示でも、リーチ表示
態様が出現するのであれば、それがどの種類の図柄によるリーチ表示態様であるかに遊技
者を注目させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０２４３】
　さらに、確変潜伏モードに制御されているときにおいて確率変動状態に制御されている
ときに最終的にハズレとなるリーチ表示態様を構成する飾り図柄として「１」または「７
」を選択する割合を高くするので、確変潜伏モード全体での平均でも通常モードと比べる
のであれば、やはりハズレとなるリーチ表示態様を構成する飾り図柄として「１」または
「７」を選択する割合は高くなる。このようなリーチ表示態様を構成する飾り図柄の選択
をすることで、確変潜伏モードでは、確率変動状態に制御されていることを期待させ、さ
らに次の当たりも確率変動大当たりとなる（すなわち、確率変動状態が継続される）こと
を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０２４４】
　また、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊
技球が入賞することによって、それぞれ特別図柄表示器１０ａ、１０ｂで特別図柄の変動
表示を行う権利（始動入賞時に抽出された乱数）がＲＡＭ５５の保留記憶バッファに記憶
（保留記憶）される。保留記憶された１の権利により行われる変動表示よりも前に行われ
る該１の権利とは別に保留記憶された権利に基づく変動表示（先実行変動表示）において
、該１の権利についての先読み予告も実行されるものともなっている。
【０２４５】
　先読み予告は、演出モードの制御とは基本的には別の処理で実行されるものの、先読み
予告が実行されるときには、確変潜伏モードから通常モードへの移行が禁止されるものと
なっている。このため、通常モードへの移行と先読み予告の両方が同時に実行されること
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によって何を意味する演出が可変表示装置９において実行されているのかが遊技者にとっ
て分かりにくくなる場合が生じにくくなり、遊技者を混乱させてしまうような事態が起こ
りえない。
【０２４６】
　また、確変潜伏モードにしても確率変動状態に制御されていることを完全に特定できる
ものではないものの、確率変動状態に制御されていることをある程度には期待できるので
、確変潜伏モードの方が大当たりが発生しやすいと言える。つまり、通常モードで大当た
りが発生した方が遊技者にとっての意外性が高いので、大当たりの発生の予告である先読
み予告についても通常モードで行われた方が遊技者にとっての意外性が高い。先読み予告
が実行されているときに、確変潜伏モードから通常モードへの移行を規制することによっ
て、遊技者にとっての意外性が感じられる場合が多くなり、遊技の興趣を向上させること
ができる。
【０２４７】
　また、確変潜伏モードでは、先読み予告が行われるにしても、その先読み予告は、特別
図柄保留記憶表示部１０ａ、１０ｂを構成するＬＥＤの点灯態様を変えることでしか実行
されない。上記したように確変潜伏モード自体が大当たりの期待感を高めさせるモードで
あるので、確変潜伏モードにおいては先読み予告の実行が一部制限されることによって、
可変表示装置９において何を意味する演出が実行されているのかが遊技者にとって非常に
分かりにくくなってしまうことを防ぐことができ、遊技者を混乱させないようにすること
ができる。
【０２４８】
　また、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、大当たり抽選の結果がハズレで
ある場合における変動パターンの種別の選択を、スーパーリーチハズレは保留記憶の数に
関わらずに共通のものとしているが、非リーチハズレとノーマルリーチハズレは保留記憶
の数に応じて異ならせるものとしている。これにより、スーパーリーチハズレの種別に属
する変動パターンを常に一定の割合で選択しつつ、保留記憶の数に応じて非リーチハズレ
とノーマルリーチハズレを選択する割合を容易に変えることができる。
【０２４９】
　また、保留記憶の数の違いに応じて変動パターンの種別の選択に違いが生じても、リー
チ予告の種別選択に全く影響を与えずに済むものとなる。また、保留記憶の数が３以上と
なっている場合、変動時間が短縮されるが、短縮時にはより変動時間が短い非リーチハズ
レを選択する割合が大きくなる。このため、保留記憶の数が多いときには、特別図柄及び
飾り図柄の変動表示が平均的に早く消化されるため、変動表示の表示結果が導出されるの
を待っている間に保留記憶可能な数を越えて始動入賞することが少なくなり、せっかくの
始動入賞を無駄にしなくて済むようになる。
【０２５０】
　また、先読み予告を行うことは、始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊技球が入賞したときに
決定されるが、当該始動入賞に基づく変動表示よりも前に実行される何れかの変動表示で
リーチ表示態様が出現する可能性があれば、先読み予告を行うことは決定されない。この
ため、変動パターンの態様を選択するためのテーブルを変更するなどの複雑な処理を行わ
なくても、先読み予告の実行中にリーチ演出表示が割り込んで先読み予告の連続性が損な
われる事態を防止することができる。従って、変動パターンの選択処理を複雑化させるこ
となく、遊技者の大当たりの発生に対する期待感を高めることができる。
【０２５１】
　ところで、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、始動入賞口１４ａの始動入
賞に基づく特別図柄の変動表示は特別図柄表示部１０ａで、始動入賞口１４ｂの始動入賞
に基づく特別図柄の変動表示は特別図柄表示部１０ｂで実行されるものとなっている。始
動入賞口１４ａ、１４ｂのそれぞれの入賞に対してＲＡＭ５５に保留記憶バッファが別々
に設けられ、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂも別々に設けられている。可変入賞
装置１５が設けられ、いわゆる電チューサポートが行われるのは始動入賞口１４ｂだけで
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あるが、始動入賞口１４ａの始動入賞による保留記憶と、始動入賞口１４ｂの始動入賞に
よる保留記憶の双方があるときには、始動入賞口１４ｂに対応した保留記憶が優先して特
別図柄表示器１０ｂで特別図柄の変動表示を行わせるものとなっている。
【０２５２】
　ここで、終了までに始動入賞口１４ａ、１４ｂの何れも保留記憶が上限に達すると考え
られる第１大当たり遊技状態や、或いは電チューサポートにより優先して変動表示が行わ
れる始動入賞口１４ｂに続々と遊技球が入賞する時短状態中においては、始動入賞口１４
ｂに対する先読み予告を行わない。これにより、遊技者の技術介入により第１大当たり遊
技状態を連続して発生させて想定数以上の遊技球が遊技者に付与されることを防ぐことが
できる。
【０２５３】
　また、いわゆる電チューサポートのない始動入賞口１４ａに遊技球が入賞しても、電チ
ューサポートのある始動入賞口１４ｂに遊技球が入賞しても、設定値と遊技状態とが同じ
であれば、大当たり確率に違いはない。電チューサポートのない始動入賞口１４ａへの始
動入賞に基づいて大当たりしたときには、第１大当たり遊技状態（３０秒、１５ラウンド
）を経て確率変動状態に制御される確率変動大当たりまたは確変潜伏大当たりとなる確率
は４／１０、第２大当たり遊技状態（０．２～０．５秒、２ラウンド）を経て確率変動状
態に制御される突確大当たりとなる確率は２／１０である。
【０２５４】
　これに対して、電チューサポートのある始動入賞口１４ｂへの始動入賞に基づいて大当
たりしたときに第１大当たり遊技状態（３０秒、１５ラウンド）を経て確率変動状態に制
御される確率変動大当たりまたは確変潜伏大当たりとなる確率は５／１０であり、第２大
当たり遊技状態（０．２～０．５秒、２ラウンド）を経て確率変動状態に制御される突確
大当たりとなる確率は１／１０である。時短状態においては、電チューサポートにより始
動入賞口１４ｂに入賞しやすくなり、確率変動状態に制御されても第１大当たりに制御さ
れずに遊技球が増えず、遊技者を落胆させてしまうという状態を低減させることができ、
遊技者の利益を高めさせることができる。
【０２５５】
　また、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、大当たり抽選及び大当たり種別
抽選の結果が如何なる結果であったとしても、選択される変動パターンに違いは生じるも
のの、可変表示装置９において飾り図柄の変動表示は実行されるものとなる。そして、確
率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりとすることが決定されていると
きに、飾り図柄の変動表示の表示結果として、同じ種類の図柄が揃えられた表示態様が導
出されるものとなっている。
【０２５６】
　もっとも、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりとすることが決
定されているときには、可変表示装置９において実行されている飾り図柄の変動表示とは
連動せず、これとは全く独立した態様で枠ランプ４０～４２の点灯によるフラッシュ告知
が実行されることがある。このフラッシュ告知が実行されたことを遊技者が認知すると（
もっとも、通常の場合に可変表示装置９を見ながら遊技を行っている遊技者には、枠ラン
プ４０～４２で実行されるフラッシュ告知は認知されにくい）、飾り図柄の変動表示の表
示結果が導出されることを待つことなく、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または
時短大当たりとすることが決定されていること、すなわち第１大当たり遊技状態に制御さ
れることが分かるものとなっている。
【０２５７】
　ここで、飾り図柄の変動パターンは、複数種類の変動パターンの中から選択されるもの
となっているが、その複数種類の変動パターンには、変動開始から表示結果の導出までに
要する時間が異なるもの、変動開始からリーチ表示態様の出現までに要する時間が異なる
もの、リーチ表示態様の出現から表示結果の導出までに要する時間が異なるものなどが含
まれている。
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【０２５８】
　従って、仮にこれらの所要時間に関わらず、飾り図柄の変動表示の開始からの経過時間
のみに従ってフラッシュ告知の実行タイミングを決めると、フラッシュ告知が実行されて
確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりとなることが分かった後も延
々と飾り図柄の変動表示が継続される場合が生じたり、フラッシュ告知の実行タイミング
が遅すぎて飾り図柄の変動表示とは別にフラッシュ告知を実行することがあまり意味をな
さなくなる場合が生じてしまう。
【０２５９】
　これに対して、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、フラッシュ告知の実行
タイミングを選択された変動パターンで表示結果の導出までに要する時間に応じて選択す
るものとしたので、フラッシュ告知が実行されて確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、
または時短大当たりとなることが分かった後も延々と飾り図柄の変動表示が継続される場
合が生じたり、フラッシュ告知の実行タイミングが遅すぎて飾り図柄の変動表示とは別に
フラッシュ告知を実行することがあまり意味をなさなくなる場合が生じたりするのを防止
することができる。
【０２６０】
　また、飾り図柄の変動パターンには、変動表示の開始から表示結果の導出までの予め定
められた変化可能期間において、遊技者のチャンスボタン１６の操作に応じて、その態様
を変化させることができるものが含まれている。このような変化可能期間を含む変動パタ
ーンが実行されている場合、フラッシュ告知も、この変化可能期間において遊技者がチャ
ンスボタン１６を最初に操作したタイミングで実行される。このため、飾り図柄の変動表
示に介入しようという意図でチャンスボタン１６を操作した遊技者に対して、その操作の
タイミングで実行されるフラッシュ告知で意外性を与えることができ、遊技の興趣を向上
させることができる。また、遊技者が飾り図柄の変動表示に実行ばかりでなく、フラッシ
ュ告知の実行にも介入することによって、遊技者の遊技に対する介入感が強められ、遊技
の興趣を向上させることができる。
【０２６１】
　もっとも、飾り図柄の変動表示の態様を変化させられる変化可能期間を含む変動パター
ンで飾り図柄の変動表示が実行されている場合に、遊技者がチャンスボタン１６を操作し
ないと、飾り図柄の変動表示の態様の変化が見られないばかりかフラッシュ告知も実行さ
れない。このため、単にチャンスボタン１６の操作で飾り図柄の変動表示の態様を変化さ
せる場合よりも遊技者にチャンスボタン１６の操作を促すことができるようになる。
【０２６２】
　また、飾り図柄の変動パターンには、リーチ表示態様が出現してからハズレの表示態様
で最終停止図柄を仮停止させた後に当該最終停止図柄を再び変動表示させ、それから最終
的な表示結果を導出させる復活リーチの変動パターンや、ハズレの表示態様で全ての飾り
図柄の変動表示を仮停止させた後に再び全ての飾り図柄を変動表示させ、それから最終的
な表示結果を導出させる疑似連の変動パターンも含まれている。
【０２６３】
　復活リーチや疑似連の変動パターンの飾り図柄の変動表示は、上記のような演出過程を
経て実行されることとなるので、その実行時間が長くなることが普通である。そして、長
期間に亘る実行時間のうちで、最初に飾り図柄の変動表示が仮停止した時点ではハズレ図
柄により遊技者を落胆させ、変動表示の再開で遊技者の期待感を高めさせ、最終的な大当
たりの表示結果の導出で遊技者の期待感を最高潮にまで持ち上げることができるという非
常に効果的な演出を行うことができる。
【０２６４】
　一方、このように非常な効果的な演出となる復活リーチや疑似連の変動パターンによる
飾り図柄の変動表示が実行されるときには、最初にハズレの表示態様で飾り図柄の変動表
示が仮停止されるまでは、フラッシュ告知を実行させないものとしている。これにより、
確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりとなることがフラッシュ告知
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によって分かってしまって、実行時間が長期に亘る復活リーチや疑似連の変動パターンの
飾り図柄の変動表示の残りの部分が、意味をなさないものとなってしまうのを防ぐことが
できる。また、ハズレの表示態様で飾り図柄の変動表示が仮停止されるまでフラッシュ告
知を実行させないものとしているので、遊技者の心理が落胆から期待感に変わるという復
活リーチや疑似連の変動パターンの最も効果的な部分を確実に実行することができ、遊技
の興趣を向上させることができる。
【０２６５】
　また、フラッシュ告知は、飾り図柄の変動表示の表示結果が導出される前に確率変動大
当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりが決定されていることを報知する演出で
はあるが、飾り図柄の変動表示の表示結果が導出される前の報知には、リーチ予告がある
。リーチ予告は、直接的にはスーパーリーチに発展することを予告するものではあるが、
スーパーリーチの変動パターンが選択される割合を考えると、確率変動大当たり、確変潜
伏大当たり、または時短大当たりが決定されていることを予告するものであるとも言える
。
【０２６６】
　このようにフラッシュ告知とリーチ予告は、告知と予告という違いはあるものの、確率
変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりが決定されていることの報知であ
る点では共通している。もっとも、リーチ予告の実行とフラッシュ告知の実行とは全く独
立して決定されることとなっている。このため、リーチ予告の実行確率とフラッシュ告知
の実行確率の各々を適度な確率に設定することが容易に行えるようになる。
【０２６７】
　ところで、確率変動状態は、大当たり抽選の当選確率が実に１／３０（所定の設定値の
場合）という非常に高確率になる遊技者にとって有利な遊技状態であるのに対して、確率
変動状態に制御されていなければ、大当たり抽選の当選確率は１／３００（所定の設定値
の場合）でしかない。大当たりの種別の選択確率として確率変動状態への制御を伴わない
時短大当たりが選択される確率を考えた場合に、確率遊技状態における時短大当たりは、
第１大当たり遊技状態に制御されるという遊技者にとって有利な側面はあるものの、確率
変動状態を終了させてしまうという遊技者にとって不利な側面もあり、後者の方が比率的
には大きいものとなっている。
【０２６８】
　つまり、確率変動状態に制御されているときには、大当たりであっても時短大当たりは
、遊技者にとって決して有り難くない大当たりと言える。確率変動状態においては、確変
潜伏大当たりまたは時短大当たりでは復活リーチや疑似連の変動パターンを選択せず、疑
似連の変動パターンを用いてまで、このような有り難くない時短大当たりの可能性がある
ことを示す表示結果をわざわざ導出させることがない。このため、確率変動状態を終了さ
せたくないと考えている遊技者を裏切ることはない。
【０２６９】
　本発明は、上記の実施の形態に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発
明に適用可能な上記の実施の形態の変形態様について説明する。
【０２７０】
　上記の実施の形態では、確変潜伏大当たりと時短大当たりとで共通した大当たり図柄を
可変表示装置９における飾り図柄の変動表示の結果として導出し、これによって確率変動
状態に制御されているか否かが特定できないようにして演出モードを確変潜伏モードに制
御するものとしていた。これに対して、大当たり種別抽選において、いわゆる小当たり（
飾り図柄の変動表示の結果としてハズレ図柄を表示し、第２大当たり遊技状態に制御した
後に、確率変動状態に制御されない時短状態に制御する当たり）を発生させ、第２大当た
り終了後の遊技状態が突確大当たりに基づいて確率変動状態に制御されているのか小当た
りに基づいて確率変動状態に制御されていないのかを特定できないようにしてもよい。そ
して、このようにして確率変動状態に制御されているかどうかを特定できない場合におい
ても、演出モードを確変潜伏モードに変化させることができる。
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【０２７１】
　上記の実施の形態では、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示の回数が７０回
を越えると通常モードから確変潜伏モードに昇格させられることはなかったものの、確変
潜伏モードに制御されると転落抽選に当選しない限り、第１大当たり遊技状態が終了した
後の変動表示の回数が何回になっても確変潜伏モードが継続するものとなっていた。もっ
とも、確変潜伏大当たりでは確率変動状態に制御されると同時に時短状態にも次の大当た
りが発生するまでまで制御されるものとなっていたのに対して、時短大当たりでは１００
回までしか時短状態に制御されないものとなっていた。
【０２７２】
　つまり、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示の回数が１００回を越えて時短
状態が終了すれば時短大当たりであった、すなわち確率変動状態に制御されていないとい
うことであり、１００回を越えても時短状態が終了しないのであれば確変潜伏大当たりで
あって、すなわち確率変動状態に制御されているということである。つまり、確変潜伏モ
ードに制御しても、第１大当たり遊技状態が終了した後の変動表示の回数が１００回を越
えると確率変動状態に制御されているかどうかが分かってしまうので、確変潜伏モードに
制御するのは、変動表示の回数が１００回になるまでとして、その後は遊技状態に応じて
確変モードまたは通常モードに制御するものとしてもよい。
【０２７３】
　上記の実施の形態では、確率変動大当たりと確変潜伏大当たりは、何れも第１大当たり
遊技状態の終了後に確率変動状態と時短状態とに次の大当たりの発生まで制御するものと
した大当たりで、時短大当たりは、第１大当たり遊技状態の終了後に１００回の変動表示
を消化するまで時短大当たりに制御するものとした大当たりであった。これに対して、第
１大当たり遊技状態の終了後に確率変動状態にも時短状態にも制御されない通常大当たり
を設ける（その分、時短大当たりの確率を低くする）とともに、確変潜伏大当たりでは、
第１大当たり遊技状態の終了後に確率変動状態には制御するが時短状態には制御しない大
当たりとしてもよい。
【０２７４】
　上記の実施の形態では、確変潜伏モードから通常モードへの転落は、何れの確変潜伏モ
ードにおいても可変表示装置９にて飾り図柄の変動表示が開始するときに行われる転落抽
選に当選することによって、行われるものとしていた。この転落抽選の当選確率は、確変
潜伏モードの種類と遊技状態（確率変動状態か否か）とによって異なるものとなっていた
が、さらに、第１大当たり遊技状態が終了して最初に確変潜伏モードに制御されたときか
ら実行された飾り図柄の変動表示の回数に応じても、転落抽選の当選確率を異ならせるも
のとしてもよい。
【０２７５】
　また、確変潜伏モードから通常モードへの転落を、転落抽選の結果に従って行うのでは
なく、第１大当たり遊技状態が終了して最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行
された飾り図柄の変動表示の回数に従って行うものとしてもよい。通常モードに転落する
までの変動表示の回数は、確変潜伏モードの種類毎に異なっていてもよい。例えば、確率
変動状態に制御されている期待度が低い確変潜伏（低）モードからは、確率変動大当たり
のが逆数である３０回の変動表示（所定の設定値の場合）を消化して３１回目の変動が開
始されたときに通常モードに転落させるものとするが、確変潜伏（中）モードからは４６
回目、確変潜伏（高）モードからは６１回目の変動表示が開始されたときに通常モードに
転落させるものとしてもよい。変動表示の回数による通常モードへの転落と、転落抽選の
当選による通常モードへの転落とを併用してもよい。
【０２７６】
　上記の実施の形態では、確率変動状態に制御されていることの期待度に応じて確変潜伏
（高）モード、確変潜伏（中）モード、確変潜伏（低）モードの３種類があったが、確率
の違いはあるものの、何れの確変潜伏モードからも通常モードに転落することがあるもの
となっていた。これに対して、確率変動状態に制御されているか否かを特定することはで
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きない（すなわち、確変潜伏大当たりに基づく第１大当たり遊技状態の終了後にも、時短
大当たりに基づく第１大当たり遊技状態の終了後にも制御され得る）が、通常モードに転
落することのない確変潜伏（固定）モードを設けるものとしてもよい。この確変潜伏（固
定）モードは、通常モードへの転落可能性がある他の何れの確変潜伏モードよりも確率変
動状態に制御されていることの期待度が高いものとすることができる。
【０２７７】
　上記の実施の形態では、通常モードとして、確変潜伏モードへの昇格の可能性がある通
常（昇格あり）モードと、確変潜伏モードへの昇格の可能性がない通常（昇格なし）モー
ドとが定められていた。この通常（昇格なし）モードに変えて、或いはこれに加えて、確
変潜伏モードへの昇格の可能性が全くない訳ではないが、極めて低い確率（通常（昇格あ
り）モードの１割以下程度）でしか確変潜伏モードに昇格し得ない通常（昇格薄）モード
を通常モードとして定めるものとしてもよい。また、通常（昇格なし）モードに変えて、
或いはこれに加えて、直前に制御されていた種類の確変潜伏モードと同じ、或いはこれよ
りも確率変動状態の期待度が低い確変潜伏モードにしか昇格し得ない通常（昇格低）モー
ドを通常モードとして定めるものとしてもよい。
【０２７８】
　ここで、例えば、通常モードとして通常（昇格あり）モード、通常（昇格薄）モード（
或いは通常（昇格低）モード）、通常（昇格なし）モードの３種類がある場合は、第１大
当たり遊技状態が終了して最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行された飾り図
柄の変動表示の回数が５０回以下であれば通常（昇格あり）モードに、５１回以上７０回
以下であれば通常（昇格薄）モード（或いは通常（昇格低）モード）に、７１回以上であ
れば通常（昇格なし）モードに制御するものとすることもできる。
【０２７９】
　上記の実施の形態では、確変潜伏モードにおける転落煽り演出の態様の振り分けは、第
１大当たり遊技状態が終了して最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行された飾
り図柄の変動表示の回数に応じて変化させられていたが、さらに、確変潜伏モードの種類
に応じて変化させるものとしてもよい。例えば、確率変動状態に制御されていることの期
待度が相対的に高い確変潜伏（高）モードでは何らかの態様の転落煽り演出を選択する確
率を低くし、確率変動状態に制御されていることの期待度が相対的に低い確変潜伏（低）
モードでは何らかの態様の転落煽り演出を選択する確率を高くするものとしてもよい。
【０２８０】
　上記の実施の形態では、通常（昇格あり）モードにおいて選択される昇格煽り演出の態
様として上下左右からのワイプは、当該通常（昇格あり）モードに制御される前に第１大
当たり遊技状態が終了して最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行された飾り図
柄の変動表示の回数が３０回以下であるときに限って選択可能となっていた。これに対し
て、確変潜伏モードにおいて選択される転落煽り演出の態様としての上下左右からのワイ
プも、例えば、最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行された飾り図柄の変動表
示の回数が３１回以上であることを条件として選択されるものとしてもよい。
【０２８１】
　上記の実施の形態では、通常（昇格あり）モードにおける昇格煽り演出の態様の選択振
り分けを、当該通常（昇格あり）モードに制御される前に第１大当たり遊技状態が終了し
て最初に確変潜伏モードに制御されたときから実行された飾り図柄の変動表示の回数に応
じて変化させるものとしていた。これに対して、通常（昇格あり）モードに転落してから
実行された飾り図柄の変動表示の回数に応じて、昇格煽り演出の態様の選択振り分けを変
化させるものとしてもよい。
【０２８２】
　上記の実施の形態では、何れかの確変潜伏モードから通常モード、或いは通常（昇格あ
り）モードから何れかの確変潜伏モードに演出モードを切り替えは、切り替え前のモード
の画像に対して切り替え後のモードの画像が、１）上下左右、２）上下、または、３）左
右の何れかからワイプインすることにより行われるものとなっていたが、何れの態様によ
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り演出モードの切り替えを行うかは、ランダムに選ばれるものとなっていた。
【０２８３】
　これに対して、ワイプインをせずに切り替え前のモードの画像から切り替え後のモード
の画像に瞬時に切り替える態様を追加し、何れかの確変潜伏モードから通常モード、或い
は通常（昇格あり）モードから何れかの確変潜伏モードに演出モードを切り替えるときに
、図７（ａ）、（ｂ）のテーブルに従って画像切り替えの態様を選択する（図７（ａ）、
（ｂ）のテーブルに従って上下左右、上下、左右の何れも選択されないときには、瞬時に
切り替えを選択する）ものとしてもよい。
【０２８４】
　上記の実施の形態では、ノーマルリーチハズレまたはスーパーリーチハズレの変動パタ
ーンで出現するリーチ表示態様を構成する飾り図柄として確変大当たり図柄の一部を構成
する「１」または「７」を選択する確率を、確変潜伏モードにおいて確率変動状態に制御
されているときには、他の演出モードに制御されているときや確変潜伏モードにおいて確
率変動状態に制御されていないときよりも高く設定していた。これに対して、確変潜伏モ
ードにおいて確率変動状態に制御されていないときにノーマルリーチハズレまたはスーパ
ーリーチハズレの変動パターンで出現するリーチ表示態様を構成する飾り図柄として確変
大当たり図柄を構成する「１」または「７」を選択する確率を低くするものとしてもよい
。
【０２８５】
　また、確率潜伏モードにおいて確率変動状態に制御されているときにノーマルリーチハ
ズレまたはスーパーリーチハズレの変動パターンで出現するリーチ表示態様を構成する飾
り図柄として「１」または「７」を選択する確率は、確変潜伏モードの種類に応じて異な
るものとしてもよい。例えば、確率変動状態に制御されていることの期待度が高い確変潜
伏（高）モードでは、確率変動状態に制御されているときにノーマルリーチハズレまたは
スーパーリーチハズレの変動パターンで出現するリーチ表示態様を構成する飾り図柄とし
て「１」または「７」を選択する確率を極めて高くするものとしてもよい。これにより、
確率変動状態に制御されていることの期待感を高めさせるという効果が、確変潜伏モード
の種類による効果とリーチ表示態様による効果とによって相乗されて、極めて顕著に発揮
されるようになる。
【０２８６】
　上記の実施の形態では、主基板３１のＲＡＭ５５に加えて、表示制御基板８０の表示制
御マイクロコンピュータに含まれるＲＡＭもバッテリバックアップされるものとなってい
た。もっとも、表示制御基板８０の表示制御マイクロコンピュータに含まれるＲＡＭは、
バッテリバックアップしないものとしてもよい。この場合、パチンコ遊技機１を新たに電
源ＯＮしたときに、ＲＡＭ５５にバックアップされているデータを用いて直前に電源をＯ
ＦＦしたときの状態から遊技が再開されることとなる。
【０２８７】
　一方、パチンコ遊技機１を新たにＯＮしたとき、表示制御マイクロコンピュータに含ま
れるＲＡＭのデータは消されてしまっているが、ＯＮ時に主基板３１から送られてくるコ
マンド（遊技状態などの現時点での遊技の進行状況を示す）に基づいて演出の実行につい
てのデータを設定するものとしている。もっとも、電源ＯＮ時に設定される演出モードは
、基板３１から送られてくるコマンドが示す遊技状態（特に確率変動状態に制御されてい
るか否か）に関わらず、電源をＯＦＦしたときの演出モード（もっとも、これを判断する
ことはできない）に関わらず、通常（昇格なし）モードに制御するものとすればよい。
【０２８８】
　上記の実施の形態では、飾り図柄の変動パターンとして再変動表示の回数が１回の疑似
連しかなかったが、再変動表示が複数回実行される疑似連のパターンを選択できるように
してもよい。ここで、再変動表示が複数回実行される疑似連の変動パターンでも、飾り図
柄の最後の仮停止から最終停止までの間でリーチ表示態様を出現させるパターンと出現さ
せない変動パターンとがあり得るが、その何れも、先読み予告の実行に関しては、上記の



(49) JP 5785983 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

実施の形態におけるリーチ表示態様を出現させる変動パターンと同じに扱うことができる
（すなわち、疑似連の変動パターンで飾り図柄が変動表示されるとき、及び保留記憶中に
疑似連の変動パターンを示す乱数が含まれている場合には、先読み予告を行わないものと
する）。
【０２８９】
　さらに、飾り図柄の変動パターンとして、リーチ表示や疑似連以外の何らかの演出（図
柄のスベリなど）が定められたパターンを含んでいてもよい。そして、リーチ表示態様を
出現させる変動パターンや疑似連の変動パターンだけではなく、飾り図柄の変動パターン
の中で何らかの演出が定められている変動パターンについても、先読み予告の実行に関し
ては、上記の実施の形態におけるリーチ表示態様を出現させる変動パターンと同じに扱う
ことができる。
【０２９０】
　上記の実施の形態では、フラッシュ告知は、確率変動大当たり、確変昇格大当たり、ま
たは時短大当たりとなることが決定されているときに、飾り図柄の変動表示の表示結果が
導出されるよりも前に実行される演出であり、これによって、確率変動大当たり、確変昇
格大当たり、または時短大当たりとなることを告知するものとしていた。これに対して、
フラッシュ告知は、確率変動大当たりとなることが決定されているときに、飾り図柄の変
動表示の表示結果が導出されるよりも前に実行して、、確率変動大当たりとなることを告
知する演出としてもよい。
【０２９１】
　この場合は、再抽選を含む変動パターンが選択されたときにフラッシュ告知を実行する
ことが決定されても、「１」または「７」以外の同じ図柄を揃えて飾り図柄の変動表示を
仮停止させるまでは、フラッシュ告知の実行を禁止するものとすることができる。図５（
ｈ）に示した変動パターンでは、リーチ表示態様が出現した後、全ての飾り図柄が仮停止
するよりも前に変化可能期間が設けられていたが、この変化可能期間におけるフラッシュ
告知は実行させないものとすることができる。この場合でも、「１」または「７」以外の
同じ図柄を揃えて飾り図柄の変動表示を仮停止させた後のタイミング（例えば、図５（ｈ
）に点線で示すタイミングｈ５では、フラッシュ告知を実行できるものとしてもよい。
【０２９２】
　再抽選を含む変動パターンは、表示結果の導出までに要する時間が長くなるものではあ
るが、その長期間に亘る実行時間のうちで、「１」または「７」以外の同じ図柄を揃えて
飾り図柄の変動表示を仮停止させた時点では遊技者を落胆させ（確率変動状態には制御さ
れない、或いは確率変動状態が終了してしまうという意味での落胆）、変動表示の再開で
遊技者の確率変動状態への制御や継続に対する期待感を高めさせ、最終的に確率変動図あ
らの導出で遊技者の期待感を最高潮にまで持ち上げることができるという非常に効果的な
演出とすることができるものである。
【０２９３】
　そして、このように非常に効果的な演出となる再抽選を含む変動パターンで、飾り図柄
の仮停止までにフラッシュ告知が実行されないものとすることで、フラッシュ告知により
確率変動大当たりが分かってしまい、再抽選により生じさせるはずの効果が生じなくなり
、また、その様な演出が意味をなさないものとなってしまうのを防ぐことができる。しか
も、「１」または「７」以外の大当たり図柄の態様で仮停止されるまでフラッシュ告知を
実行しないものとしているので、遊技者の心理が落胆から期待感に変わるという再抽選の
最も効果的な部分を確実に実行することができ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０２９４】
　上記の実施の形態では、復活リーチや疑似連の変動パターンが選択されているときには
、フラッシュ告知を実行することが決定されていても、飾り図柄の変動表示がハズレの表
示態様で仮停止するまではフラッシュ告知の実行を完全に禁止するものとしていた。もっ
とも、飾り図柄の変動表示がハズレの表示態様で仮停止するまででも、極低確率でフラッ
シュ告知が実行されることがあるものとしてもよい。フラッシュ告知を確率変動大当たり
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を告知するものとした場合の再抽選を含む変動パターンについても、「１」または「７」
以外の同じ図柄を揃えて飾り図柄の変動表示が仮停止されるよりも前に、極低確率でフラ
ッシュ告知が実行されることがあるものとしてもよい。
【０２９５】
　或いは、復活リーチや疑似連の変動パターンが選択されているときには、フラッシュ告
知の実行を決定すること自体を禁止する、すなわち最終的な表示結果が導出されるまでフ
ラッシュ告知の実行を禁止するものとすることもできる。フラッシュ告知を確率変動大当
たりを告知するものとした場合の再抽選を含む変動パターンについても、フラッシュ告知
の実行を決定すること自体を禁止する、すなわち最終的な表示結果が導出されるまでフラ
ッシュ告知の実行を禁止するものとすることもできる。
【０２９６】
　上記の実施の形態では、遊技状態が確率変動状態に制御されているときには、確変潜伏
大当たりまたは時短大当たりとすることが決定された場合に、復活リーチや疑似連の変動
パターンを選択し得ないものとしていた。もっとも、確率変動状態で確変潜伏大当たりま
たは時短大当たりとすることが決定された場合も、極低確率で復活リーチや疑似連の変動
パターンを選択することができるものとしてもよい。
【０２９７】
　上記の実施の形態では、飾り図柄の変動表示をハズレの表示態様で仮停止させた後に、
全ての飾り図柄を再度変動表示させる再変動表示を１回だけ行う疑似連の変動パターンだ
けが含まれていたが、このような再変動表示が複数回実行される疑似連の変動パターンも
選択可能なものとしてもよい。複数回の再変動表示が実行される疑似連の変動パターンが
選択された場合、フラッシュ告知の実行は、最後の仮停止が行われるまで制限するものと
することができる。
【０２９８】
　上記の実施の形態では、確率変動大当たり、確変潜伏大当たり、または時短大当たりと
することが決定されている場合において、チャンスボタン１６の操作により飾り図柄の変
動表示の態様を変化させられる変化可能期間を含む変動パターンが選択されたときには、
該変化可能期間において遊技者が最初にチャンスボタン１６を操作したタイミングで、フ
ラッシュ告知が実行されるものとしていた（但し、フラッシュ告知を実行することを決定
していた場合）。
【０２９９】
　もっとも、この場合のフラッシュ告知の実行タイミングは、変化可能期間において遊技
者が最初にチャンスボタン１６を操作したタイミングに限るものではない。例えば、チャ
ンスボタン１６を繰り返して操作した場合の所定回数目の操作が行われたタイミングや、
チャンスボタン１６を継続して操作した場合の操作継続時間が所定時間に達したタイミン
グなど、遊技者によるチャンスボタン１６の操作に関して予め定められた所定の条件が満
たされたタイミングとすることができる。
【０３００】
　また、フラッシュ告知を実行することが決定されていても変化可能期間においてチャン
スボタン１６が操作されなかったときには、フラッシュ告知を実行しないものとしていた
が、当該変化可能期間の終了タイミングにおいて、フラッシュ告知を実行するものとして
もよい。この場合、遊技者がチャンスボタン１６を操作しなくてもフラッシュ告知が実行
され得るので、遊技者が不注意など何らかの理由によってチャンスボタン１６を操作する
ことができなかった場合でも、フラッシュ告知の実行による演出効果を損なってしまうこ
とがない。
【０３０１】
　上記の実施の形態では、フラッシュ告知は、特別図柄及び飾り図柄の変動表示の表示結
果が導出されるよりも前のタイミングで、該飾り図柄の変動表示とは連動しない独立した
所定の態様で枠ランプ４０～４２を点灯させることにより実行させるものとしていた。も
っとも、飾り図柄が変動表示される可変表示装置９以外の演出装置において実行され、飾
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り図柄の変動表示とは連動しない独立した態様で実行されるものであるなら、枠ランプ４
０～４２以外の演出装置においてフラッシュ告知と同様の確率変動大当たり、確変潜伏大
当たり、または時短大当たりを告知する演出を実行するものとすることもできる。
【符号の説明】
【０３０２】
　１　パチンコ遊技機
　９　可変表示装置
　１０ａ、１０ｂ　特別図柄表示部
　２５ａ～２５ｃ　装飾ランプ
　２６　役物
　３１　主基板
　５４　ＲＯＭ
　５５　ＲＡＭ
　５６　ＣＰＵ
　８０　表示制御基板
【先行技術文献】
【特許文献】
【０３０３】
【特許文献１】特開２００８－１８０２０号公報（段落００４１～００５７等）

【図１】 【図２】
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